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○議長（鴛海政幸君）  おはようございます。 

 開会前ですが、議員各位にお知らせします。 

 本日、ケーブルテレビによる議会放送用の撮影を

行いますので、ご了承願います。 

 また、傍聴者の方々にお願いいたします。 

 ケーブルテレビ用の撮影を行いますが、議場の構

造上、やむを得ず、傍聴者の方々が映ることがあり

ますが、あらかじめご了承いただきますようお願い

いたします。 

○議長（鴛海政幸君）  これより本日の会議を開き

ます。 

○議長（鴛海政幸君）  日程第１、一般質問を行い

ます。 
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 この際、申し上げます。 

 各議員の発言は、申し合わせの発言時間内におい

てお願いいたします。また、質問は通告に基づき行っ

てください。 

 なお、執行部は、質問通告にない事項及び聞き取

り時になかった事項について質問があった場合は、

議長にお知らせください。 

 なおまた、議長として一言お願いがございます。

簡潔な質問と簡潔な答弁で住民にわかるようご協力

をお願いをいたします。また、議会の品位を損なう

ような発言は控えていただきたいと思います。何と

ぞご協力をお願いをいたします。 

 一般質問通告表の順序により発言を許します。 

 １０番土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君）  １０番土谷 力です。通

告に基づいて一般質問を行います。 

 まず第１に、市長の政治姿勢についてお尋ねしま

す。 

 政権交代が行われ８４日目になります。現在の政

権は、地域主権確立を１丁目１番地としてこの政治

の第一のところに置いております。それは地方分権

改革として地域主権を中心とした市町村重視の政策

を行っていくということです。その政策がまさに今

スタートをしている状況にあります。 

 中央集権を改めて、市町村に権限を移譲する方向

でいろいろな政策が実行されようとしています。こ

ういう状況下の中で、市長は分権改革、そして地域

主権の方向性についてどのように考えているか、お

尋ねします。 

 例えば、国の役割として、外交、防衛、危機管理、

治安、食料、エネルギーを含む総合的な安全保障、

教育社会保障の最終責任、通貨市場経済の確立、国

家的大規模プロジェクトなどに限定しています。 

 県の役割として考えられるのは、産業振興、災害

対応、河川、市町村問題の調整役などに限定されて

いるようでございます。 

 市町村は、その能力や規模に応じて、生活に係る

行政サービスを始め、その対応に可能なすべての事

務事業の権限と財源を国及び県から市町村に大幅に

移譲することとなっています。 

 財源の問題としましては、あとで出てきますけれ

ども、ひもつき補助金を廃止して一括交付金、また

は地方交付税についても若干疑義があるようでござ

いますけども、少し変更が行われるようでございま

す。これは、市町村が自ら考えて決定していくと、

実行していくという地域主権の考えのあらわれであ

ると考えております。 

 政治姿勢の第２点目の質問ですが、先程少し述べ

ましたように、ひもつき補助金の廃止と一括交付金

化です。市町村の補助金はさまざまな条件がつき、

補助金の執行する際には、地域の実情に合わない状

況にあっても、その条件に合わせて補助金を執行し

なければなりませんでしたが、そういうことが大体

６割から８割ぐらいはデザインを押しつけられて地

方が行政を行っておりました。それが一括交付金で

行われれば、市町村がそれぞれの住民サービスの優

先順位を決めて、市町村のデザインで住民サービス

をするようになります。いままでのように行政部分

の一元的な決定ではなく、これはどういうことかと

言いますと、国、県から条件、いろんな制約をいた

だいて補助金を執行していく。大部分は制限があっ

たわけですが、この制限がなく、何に使ってもいい

というような条件になってきますと、我々市民の代

表として出てきた地方議会に、本来の機能をやって

いかなければならない。本来の機能と言いますと、

条例制定権、立法機関としての議会の役割も重要に

なっていこうかと考えられます。 

 市町村は、いままでの一元的な考え方ではなく、

完全に事実上、二元的な方向で意思決定をしていく

本来の地方自治の姿に戻っていき、戻った方向で民

主主義の根幹である地方政治の方向になっていくの

が今回の分権改革であり、地域主権だというふうに

考えておるようでございますが、この点についてど

のようなお考えがあるのか、お尋ねをいたします。 

 次に、インフルエンザについてお尋ねします。 

 全国的には推定で１８９万人の患者が発生してい

るようですが、死亡者は約１００人だそうです。大

分県では１１万５，０００人の患者が発生し、４、

５日前に５歳の方が１人亡くなっています。昨日か

ら今日の報道では、患者数は減少傾向にあるとは言

いますけれども、まだまだ警戒をしなければならな

い状況にあろうと思います。 

 先日のインフルエンザの議案質疑の中でも述べら

れておりましたけれども、本市における新型インフ

ルエンザの小中学校における学級閉鎖や休校の状況、

また予防接種の現状及び新型インフルエンザに対す

る対応・対策についてお伺いをいたします。 

 第３番目は、観光問題についてお尋ねします。 

 商店街の２、３の方から、現在は少し商店街に来

る観光客が減ってきたのではないか、商店街の売り
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上げが下がってきている、どうもその一つの条件と

して、大型バスの駐車場の駐車料金の徴収、１台に

ついて１，５００円を徴収していることもその原因

になっているんではないか、案内人の１人当たりに

対するお金が２００円いただくようになったから、

これも問題ではないか、そういうことが観光客の減

少につながっているのではないかという私のほうに

お話がありまして、そこで昭和の町の今日までの推

移と現状とどういう対策をしているのか、それにつ

いてお尋ねをいたします。 

 ４番目は、市民乗合タクシーについてお尋ねしま

す。 

 市民乗合タクシーは、路線バスの廃止に伴って、

市民の移動手段として大変高齢者及びその利用者に

とっては喜ばれている状況にあります。その市民タ

クシーの運行状況と路線及びその形態についてどの

ようになっているか、お尋ねします。 

 市民の中から私のほうに陳情なりがありましたの

は、９月の連休または土日・祭日に運行していない

ので、その期間の買い物等々の移動手段に大変困っ

ている、何とかこの休日・祭日の運行も考えてもら

えないかというような要望を寄せられましたので、

あわせてお尋ねします。 

 １回目の質問はそのくらいです。終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私のほうからは、政治姿勢

の政権交代後の本市の状況とその対策についてお答

えをいたします。 

 本年８月に行われました衆議院総選挙におきまし

て、民主党の歴史的大勝により長く続いた自民党政

権から政権交代がなされ、現在新しい民主党政権の

下でこれまでの旧政権下で行われてきた事業や制度

等について、さまざまな見直しが行われているとこ

ろでございます。 

 今回の総選挙で民主党が示しましたマニフェスト

では、いま議員ご指摘のように、分権改革として地

域主権の確立がうたわれており、これによりますと、

住民に一番身近な基礎自治体、いわゆる我々の市町

村でございますが、を重視した分権改革を推進して、

中央集権制度を抜本的に改め、地域主権国家を自立

するとされております。 

 この中で私ども市町村などのこの基礎的自治体に

つきましては、その能力や規模に応じて生活にかか

わる行政サービスを始め、対応可能なすべての事務

事業の権限と財源を国及び都道府県から基礎自治体

に大幅に移譲することによって、国の役割が外交、

貿易、危機管理等主なもの、そういうものに絞ろう

としておりますし、そしてまた、都道府県について

も、産業振興、災害対策、河川と、そういうような

ものと、この我々市町村との調整ということに限定

されているようでございます。 

 加えまして、国から地方へひもつき補助金を廃止

して、基本的に地方が自由に使える一括交付金に変

更していくことなど、国、都道府県、そして市町村

の役割分担やその権限、財源を抜本的に見直すこと

によって、議員ご指摘のように、まさに基礎自治体

であるこの市町村が自ら考え、そしてまた決定し、

実行していくという地方主権の確立を図っていくこ

ととされております。 

 このような地域が主権を持ち、地域で決定させて

いただくということにつきましては、我々地方にと

りましては大変歓迎すべきことであると考えており

ますことから、私どもといたしましても、議会の皆

さん方のお知恵を借りながら、いろんな政策につい

て総力を挙げて取り組んでまいりたいと考えておる

ところでございます。 

 しかしながら、これまで本市は、まちづくり交付

金事業や地域雇用創造推進事業、元気な地域づくり

交付金事業など、数多くの国庫補助事業を職員の努

力によって積極的に活用し、そしてまた、過疎対策

事業債や合併特例事業債を組み合わせることによっ

て、他の市と比較して非常に多くの事業をやってお

りますし、そしてまた、我がこの高田の財政力に比

較しますと、それ以上の事業に取り組んでおるとこ

ろでございます。 

 今回これらの補助金が一括交付金にされますと、

これは私ども一概に喜んでいいものかどうかという

ことを言わざるを得ないところでございます。人口

が少なく、面積も小さい、そしてまた財源移譲する

税源も少ないという本市のような小規模の自治体に

配分される額というものが、どういう基準でされる

かということになります。そういう面では、ひょっ

としたらいま使っている我々の国庫支出金、県、そ

ういうものが大幅に減るのではないかと、そういう

ふうに危惧されることもあります。 

 さらに、過疎地域自立促進特別措置法、私ども何

とかこれを継続してくれと、来年の３月３１日で切

れるわけでありますけれども、これにつきましては、

民主党も３年延長ということを出して何とか続くこ

とができました。それからまた合併債も、どうもひょっ
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としたらこれをなし崩しに崩されるんではないかと、

そういう不安もあります。私どもこの小さな過疎の

市は、合併債や、それからまた過疎債、こういうも

のを頼りにやっているわけでございます。そういう

面では、この制度が全部廃止されますと、いままで

のような積極的な行政ができなくなる。また、それ

と同時に、現在取り組もうとしております図書館と

か、これからもやらなきゃならんであろう庁舎の建

設とかいうものに何らかの影響が出てくるのではな

いかと、大変危惧しているところでございます。 

 いずれにいたしましても、現時点では政権交代が

行われたばかりであり、国の中でも議論をしており

ますし、決定はこれからだと思っております。そう

いう面では、私どものような小規模の自治体におい

ては、自治体の規模だけで配分されるんではなくて、

そこに分権というものに、これは平等にどこも分権

されるわけですから、そういう要素も入れたもので

やっていただかなければ、小泉政権の時に言われま

したような規模だけでやられると、これは反対に、

地方分権ということが小泉政権と同じようなことで

我々小さな自治体の首を絞めるということになるわ

けでございます。 

 そういう面では、これからも我々はそうならない

ように、国に対しても要望していきたいと思います

けれども、それと同時に、今後の国がどういうふう

な議論をしていくか、どういうふうな制度改革をし

ていくということを充分に注視しながら対応を図っ

てまいらなきゃならんと、そういうことを思ってい

る次第でございます。 

 その他の質問につきましては、担当課長に答弁さ

せますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  新型イン

フルエンザの本市の状況についてお答えします。 

 ６月に県内で最初の感染者の確認がされて以来、

患者数は徐々に増加し、北部保健所、宇佐高田地域

のインフルエンザ定点医療機関当たりの患者数が、

第４７週が１２０．２５、第４８週が１００．００

と、警戒基準が３０と言われる数値をはるかに超え、

流行のピークを迎えました。前の週の第４９週では

６９．５０と大きく減少しましたが、まだまだ警戒

が必要であります。市内においても、小中学生等へ

のインフルエンザの感染者が増加し、感染拡大防止

のため、１０月初旬から学校での学級や学年閉鎖が

行われてきたところでございます。 

 これまでの小中学校等での学級閉鎖、休校の状況

でございますが、教育委員会からの報告によると、

１２月４日現在で学校閉鎖が小学校１校、中学校３

校、学級閉鎖は幼稚園２学級、小学校２０学級、中

学校９学級、学年閉鎖が小学校２学年、中学校１学

年という状況でございますが、ほとんど重症化せず

に順調に回復しているところでございます。 

 しかしながら、まだ予断を許さない状況が続くと

思われますので、市民の皆様には予防対策はしっか

り行っていただきたいと思っております。 

 また、新型インフルエンザ予防接種の優先接種対

象者の状況でございますが、優先接種対象者とは、

感染した場合に重症化するおそれのある方など、国

があらかじめ決めた方々で、医療従事者、妊婦、基

礎疾患を有する者、１歳から高校生に相当する年齢

の者、１歳未満の小児の保護者、６５歳以上の方々

でございます。 

 その優先接種対象者のワクチンの接種時期でござ

いますが、すでに医療従事者が１０月１９日から、

妊婦、基礎疾患を有する方が１１月から、１歳から

就学前のお子さんが１２月３日から始まったところ

でございます。 

 大分県が計画している今後の予定では、小学校１

年生から３年生までが１２月１７日から、小学校４

年生から６年生までと１歳未満児の保護者が１２月

２８日から、中学生が来年の１月前半から、高校生

に相当する年齢の方が１１月後半からということで

したが、少し早まり中学生と同時期というふうになっ

たところでございます。 

 今後の新型インフルエンザの発生状況やワクチン

の供給量などによっては、接種スケジュールの変更

も考えられるところでございます。 

 次に、新型インフルエンザの対策と対応について

お答えします。 

 これまでの議会におきましてお答え申し上げてま

いりましたが、国内での感染者発生以来、手洗いや

うがいの徹底、外出時のマスクの着用など、感染予

防拡大防止に関する啓発をチラシやケーブルテレビ

などを活用して行ってまいりました。特にケーブル

テレビでは、手洗いの方法やうがいの仕方を実演を

交えてわかりやすく解説し、繰り返し呼びかけてま

いりました。また、市の行事、集会などでのマスク

や消毒薬の準備などを行い、感染予防についての周

知徹底を行ってまいりました。 
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 なお、日曜・祝日における在宅当番医の増設につ

いても、流行拡大を予想して豊後高田市医師会と早

目の協議を行ってまいりましたが、現在流行が拡大

していることから、増設により対応しているところ

でございます。 

 今後も速やかに正確な情報を提供し、迅速かつ適

切な対応で市民の安心・安全のため努めてまいりた

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  商工観光課長佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君）  昭和の町の観光客

の状況についてお答えいたします。 

 昭和の町の取り組みが本格的に動き出しましたの

は、平成１３年９月１０日の昭和の町オープニング

からでございまして、この年の観光客数は年間２万

５，７１２人となっております。翌平成１４年１０

月に昭和ロマン蔵がオープンし、年間観光客数が８

万５２８人となりました。この頃から新聞・雑誌及

びテレビ・ラジオ、マスコミ各社の番組等に取り上

げられ、全国的に知名度が高まったことから、急激

に観光客が増加し始め、平成１５年には２０万人を

突破し、平成１６年は２４万９，３９２人、平成１

７年は２５万９，６４７人、平成１８年は２７万５，

２６０人と順調に増え続けまして、平成１９年には

昭和の夢町三丁目館のオープンや昭和の日の制定な

どもあり、ついに３０万人を突破し、３６万１，３

２０人となりました。 

 しかしながら、平成２０年になりますと、世界的

な原油高に伴うガソリン等の燃料価格の高騰、それ

から秋口に発生いたしました世界的な経済不況の影

響、こういったものを受けまして全国的に観光客が

激減し、県内の観光地も大きく影響を受ける中、昭

和の町におきましては、何とか前年対比１５パーセ

ント減の３０万６，８４４人にとどまることができ、

健闘したのではないかと思われております。 

 本年に入りまして、この景気低迷の影響は今年の

春先まで続きました。その後回復を始め、７月には

昭和の町に待望のボンネットバスが導入され、体験

乗車が大人気を博していること、それから、９月下

旬に大型連休等の影響もありまして、最終的には昨

年に比較しますと５、６パーセント程度は増加が期

待できるものというふうに思っております。 

 次に、昭和の町の運営状況についてお答えします。 

 まず、昭和の町にお越しいただきます観光客に負

担いただく部分、大型バスの駐車料金は平成１５年

度から、ご案内人の料金は平成１８年度からそれぞ

れ徴収を始めまして、現在まで運用しているところ

でございます。 

 これらの料金体系につきましては、まちづくりの

トータル的なシステムに含め、その導入までに若干

の経過がございますので、改めてご説明させていた

だきます。 

 昭和の町の取り組みを始めたちょうど４年目の平

成１６年になりますが、この頃関係者の中で大きな

課題が上がっていました。と申しますのも、その前

年の平成１５年に観光客が約２０万人と急激に伸び

たことから、急増する観光客に対応する組織、そし

て持続可能なシステムを早急に構築することが求め

られていました。団体客が急増することにより、例

えば、予約システムの構築、その業務に携わる者の

人件費、パンフレットの経費、こういった訪れた観

光客にもう一度お越しいただくためのしっかりした

対応をとるためには、一定の経費がかかります。そ

れまでは国、県の補助事業をうまく利活用しながら、

商工会議所を中心にやってまいりましたけれども、

それにも限界がありまして、このままで行くと、そ

の経費の負担をどこかに求めなければ、観光客が増

加すればするほど経費負担が増加するという流れと

なっていました。 

 こうした中、いろいろな経過を経て現在の料金体

系となったところでありまして、また、昭和の町自

体のマネジメント組織として、その利益をまちづく

りへ還元する豊後高田市観光まちづくり株式会社が

平成１７年度に設立という経過となったところでご

ざいます。 

 議員ご質問の昭和の町の運営について、地元の声

が意見反映される場をということでございますけれ

ども、これまで地元商店主と商工会議所を中心とす

る、そういった組織がございました。現在ではいろ

いろな事情の中で開催されていないということで、

大変残念な思いでございます。 

 しかしながら、昭和の町自体、みんなでつくり上

げ、そして、これからもつくり続けるものでござい

ますので、私どもとしても、そういった場というの

は必要だというふうに認識しております。 

 これまでも商工会議所で設置されている中心市街

地活性化協議会、それから商店街連合会、こういっ

たものの会議に参加させていただきまして意見交換

をしておりますけれども、このような既存組織の部

分を活用するかどうかも含めて、商工会議所と協議
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してまいりたいと考えていますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（鴛海政幸君）  市参事兼企画情報課長中嶋

栄治君。 

○市参事兼企画情報課長（中嶋栄治君）  乗合タク

シーについてお答えをいたします。 

 市民乗合タクシーは、路線バスの廃止とあわせ、

路線バスのなかった地域におきましても、高齢者等

の方々の通院や買い物などの移動手段を確保し、日

常生活の利便性の向上を図ることを目的に取り組ん

でまいりました。 

 平成１８年１０月の試行運行の開始から本年１０

月で丸３年が経過をいたしました。この間、運行経

路や便数などの運行形態の見直し、利用料金を３０

０円から２００円へと引き下げるなど、利用される

方の利便性の向上と負担軽減に努めてきたところで

ございます。 

 利用者数につきましては、平成１８年度下半期に

おきましては８路線８経路で８，９３８人、平成１

９年度には９路線９経路で２万３，０００人、平成

２０年度には１０路線１２経路で２万７，５０１人

となり、平成２１年度上半期におきましても１１路

線１３経路で１万３，５６８人と徐々に利用者も増

え、市民乗合タクシー事業が市民の皆様に定着して

きたものと考えております。 

 次に、土曜日・日曜日と祝日が重なる場合や祝日

が連続するような、いわゆる大型連休における運行

の対応についてでございますが、本年５月、９月の

大型連休時について、週１日の運行路線では、運行

日に祝日が重なり、１週間を超えて市民乗合タクシー

が利用できない事象も見受けられました。市民乗合

タクシーの運行につきましては、最低週１日以上の

運行をみなすといたしておりますので、祝日等によ

り一定期間以上の空白期間がある地域につきまして

は、利用者のご意見をお聞きしながら、当日ないし

は前後日も含め、臨時便等の運行について検討して

まいりたいと考えております。 

 今後も、先程申し上げましたような本事業の目的

の達成と地域の公共交通としての役割を充分に認識

し、市民の皆様方に親しまれ、安全に安心してご利

用いただける公共交通として事業推進に努めてまい

りたいと考えております。 

○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  先程イン

フルエンザの答弁で、高校生の接種開始時期を１１

月と申し上げましたが、１月の間違いであります。

訂正いたします。 

○議長（鴛海政幸君）  １０番土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君）  第１問の政治姿勢につい

てでありますけれども、いままでは全国どこを切っ

ても同じような金太郎あめみたいな状況にあったの

が、簡単に言えば、それぞれの地方自治体で顔が変

わった行政にやっていかなきゃいけない、これが地

域主権だと思います。 

 また、地域主権ということばは大変難しくて、こ

れに対することば自体に問題があるようでございま

すけれども、中央集権の中で地域主権というのは、

どうもおかしいんじゃないかということばもありま

すけれども、とりあえず分権改革という考えに乗っ

ております。 

 その中でいままで行われていた道州制への移行、

また合併の奨励、これは私の聞いている範囲では、

方向を変えるようでございます。そして小規模都市、

ちょっとこの問題も会議の中で問題がありまして、

ニセコの町長の逢坂誠二さん、この方はいま衆議院

議員をやっておりまして、総務省の大臣の代わりに、

原口大臣の代わりに会議に出席をしておりました。

この人の考え方が総務省の全面的な考え方ではない

と思いますけれども、岩手県の小さな村を残してい

く方向で考えたい。だから、先程市長がおっしゃら

れたように、人口規模の小さい都市も、やはりキラ

リと光る都市づくりができるような方向に考えていっ

ているんではなかろうかなと、これが逢坂誠二さん

の話の中から感じられたことでございます。 

 それから、感じられたことは、先程言ったように

二元論になっていく、地方議会の議員は、我々は市

民から選ばれて豊後高田市の議会の一員として仕事

をさせていただいておりますけれども、これからは

チェック機能だけではなく、条例制定にかかわる立

法機関としての議会の役割を求められてくるのが地

域主権だと、そういうふうな話を聞いてきました。

大変これは厳しい、いままでの何十年もの中の議会

のありようと変わっていかなきゃいけないんだなと

いうふうに感じております。それが地域主権の一つ

の柱だろうと、完全に二つの車で地方自治体を動か

していかなきゃいけないというふうに考えておりま

す。 

 考えておりますけれども、私個人もまだまだそれ

に対応できる議員かなと考えるときに、まだまだ勉
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強しなきゃだめだなと思っております。そういうこ

とをお話をさせていただいて、地域主権というこの

方向は、新しい方向ですし、これから諸施策の中で

豊後高田市も直面するであろういろんなことに対し

ては、先程市長の政治姿勢で述べられた方向で我々

も頑張っていきたいと思います。そういう要望をし

て、１番目の問題は要望でとめます。 

 ２番目につきましては、新型インフルエンザの問

題なんですけれども、これ市民の方から、ワクチン

の接種の方法で基礎的疾患がある人はワクチン接種

ができるということで、その人は糖尿系統の病気だっ

たようですけども、市内の病院に行ったら、２、３

軒断られた、これは報道されていることとちょっと

違うな、どういうふうになっているのかな、聞いて

みてくれないかということでしたので、再質問の中

で基礎的疾患のある人たちのワクチン接種の方法に

ついて、もう少し市民にわかりやすくお知らせいた

だければと思います。 

 ３番目の昭和の町の問題ですけれども、商店街の

人たちから、先程言いましたように、運営方法が透

明じゃない、公平ではないという声と、これに対し

ては先程の答弁で、必要な限りそういう集会の場も

設けたいし、透明性も確保したいというご回答があ

りましたので、よしとしますけれども、もう２点ほ

どありまして、案内人が案内する場合に、商店街で

買い物ができない、早く行き過ぎるんで買い物がで

きない、商店主にとって見れば売れない、これをゆっ

くり案内してもらえないかという要望がありました。 

 それと、ボンネットバスについて、やはり運営の

中で料金の問題は少し考えるべきじゃないか、湯布

院に行っても乗合についてはすべて利用料金を出し

ている。高田だけが無料というのはどうかなという

意見が市民の方から私のほうに寄せられております。

要望で結構ですから、この案内人の案内の仕方、そ

れからボンネットバスの料金の問題、これに対して

料金を取ったほうがいいんじゃないかという意見が

私のところに寄せられているということをお伝えし

て、要望しておきます。 

 それから、乗合タクシーの問題ですけれども、３

年経って見直す中に、平日、休日が重なった場合に、

へんぴなところの利用者は不都合が生じていた。ま

た、土・日の月に１回ぐらい、土・日の１日でもい

いから運行してもらえないか。だから、お医者に行

くだけではなく、やはり市民の移動手段として大変

重宝されているわけですから、運行の日時を検討し

てもらえないかという意見もありましたので、この

点、重ねて質問します。 

 重ねて質問するのがインフルエンザの基礎的疾患

の問題と、いま言いました乗合タクシーの運行日の、

もう少し拡充はできないかということです。 

○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  土谷議員

の再質問にお答えいたします。 

 基礎疾患を有する方の問題でありますが、これら

の方々につきましては、その病状の程度に応じて接

種ができるかどうかということにつきまして、新型

インフルエンザ実施要領により、医師の判断により

決められるようになっております。 

 なお、当初はワクチンの供給量が少なく、ワクチ

ンを管理する県が一律のパーセンテージで医療機関

に供給せざるを得なかったということから、希望者

全員に接種ができなかったということがあると思い

ます。 

 しかし、現在では医療機関の希望数でのワクチン

供給量があるようでありまして、各カテゴリーの時

期での接種がスムーズに行われているというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  市参事兼企画情報課長中嶋

栄治君。 

○市参事兼企画情報課長（中嶋栄治君）  再質問に

ついてお答えを申し上げます。 

 先程ご答弁を申し上げましたように、市民乗合タ

クシーの運行につきましては、最低１週間に１日の

運行を目指しておりますので、すべての土・日、祝

日に運行ができるかということにつきましては、今

のところ考えてございません。 

 先程申し上げましたように、１週間に１日程度の

運行がないところにつきましては、やはり確保して

いきたいということで検討してまいりたいと考えて

おります。 

 （「終わります」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  いいですか。 

 （「はい、終わります」と呼ぶ者あり） 

 一般質問を続けます。 

 ９番明石光子君。 

○９番（明石光子君）  ９番明石光子でございます。

通告に基づきまして一般質問を行います。 

 まず初めに、政治姿勢についてお尋ねをいたしま
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す。 

 一つ目は、来年度予算編成についてですが、国に

おいては、政府の行政刷新会議による事業仕分けが

行われ、９５兆円規模に膨らんだ来年度予算概算要

求の無駄を洗い出す仕分け作業が先般終了いたしま

した。事業仕分けそのものについては、今回、国で

のやり方こそ違え、国に先駆けて多くの自治体がこ

れまで実施しており、本市においても行財政の透明

性確保や税金の無駄遣い排除など、多くの面で成果

を上げております。 

 しかしながら、このたびの行政刷新会議の結果を

見ますと、事業仕分けの対象となった４４９事業の

中で、廃止、見直し、削減、地方移管等々により本

市の来年度予算に伴う事業計画にも少なからず影響

があるのではと懸念しております。特に新政権が掲

げる地域主権の実現に際しては、地方もこれまでの

ような国任せ、国頼みだけでは生き残れない状況も

考えられます。 

 本市にとっても、事業効果を上げてきたまちづく

り交付金等の国庫補助金が廃止され、一括交付金と

して配分されることになれば、これまで以上にハー

ド面、ソフト面での事業仕分けと財源を有効に使う

予算措置が重要だと考えます。来年度の予算編成に

ついてはどのような見解をお持ちでしょうか。 

 二つ目は、歳入の見通しについてですが、小規模

自治体である本市にとって、地方交付税は歳入の中

でも４５パーセントを占める大きな財源であること

はご承知のとおりでございます。 

 総務省は、交付税は地方にとって心臓部に当たる

として、来年度は増額の予算要求となっておりまし

たが、仕分けの段階で自治体の無駄が指摘され、地

方への配分は足りているとの見解が示されました。

これにより抜本的な見直しという判定が下されまし

たが、歳入の根幹をなす地方交付税は、本市の市民

福祉サービスを維持するためにも、これまで以上の

削減は何としても避けたいところです。市当局とし

ては、現段階でのどのような対応をお考えでしょう

か、お尋ねをいたします。 

 それから、豊後高田は、教育のまちとして多くの

事業を推進し、これまで目に見える形で効果を上げ

てきました。関係者の方々のご努力の賜と敬意を表

するところでございます。 

 しかしながら、文部科学省の来年度予算について

も、事業仕分けの対象となった予算の一部が廃止ま

たは地方移管となりました。例えば、子どもの読書

活動推進事業、放課後子どもプラン、またモデル事

業ではありますが、学校ＩＣＴ活用推進事業等がす

べて廃止とされております。ある意味では、教育の

基礎となる事業だけに危惧するところですが、本市

の宝である子どもたちの教育関連予算については、

歳入のいかんにかかわらず、確保すべきと考えます。

どのような対応をお考えでしょうか。 

 三つ目は、市税の見込みと今後の対策についてで

すが、平成２０年度の決算によりますと、市税の収

入額は２０億２，３７３万円で、市民１人当たりが

納めた市税は８万１，９７２円となっております。

監査委員の意見書によりますと、歳入総額に対する

収入済額の構成比率は１４パーセントで、昨年度よ

り１，３４２万１，０００円の減となっております。

景気回復がおくれる中で、市税の見通しも難しいと、

厳しいと思われますが、市税は唯一の自主財源であ

り、租税の公平な負担の面からも、厳正な対応が望

まれるところです。とりわけ収入未済額が１億２，

９６４万１，０００円と膨れ上がっていることは、

まことに憂慮すべき状況であると思います。 

 徴収率向上に向けては、危機意識を持って全庁的

な課題として考えなければならない事態だと思われ

ますが、来年度の市税の見込みと今後の対策につい

てお尋ねをいたします。 

 ２点目は、無駄ゼロの行政運営についてお伺いを

いたします。 

 かつてない経済の悪化により、市民生活は厳しさ

を増しております。行政にとっても、緊縮財政を強

いられていることは周知のとおりですが、どんな大

幅な経費削減等による予算を策定したとしても、本

当に無駄はないのか、まだまだ改善の余地はあるの

ではないかというのが多くの市民感情ではないかと

思います。ましてや、自治体による不正経理や公金

の使途不明金問題などは、市民への裏切り行為とな

ります。特に虚偽の請求書を業者から提出させ、架

空取引でプール金を捻出する不正経理が、今回対象

となった全自治体で見つかり、内部調査も含めれば、

総額７０億円の不正が発覚をしております。 

 大分県内でも１１月に不正経理や使途不明金の問

題が起きております。本市では、このような不正経

理は当然ないと確信していますが、綱紀粛正の面か

らどのような徹底を図られているのか、お伺いいた

します。 

 それから、全庁的な無駄削減については、何より

も大切なのは、職員の改革意識の醸成であると考え
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ます。まず、職員が危機意識やコスト意識を持って

常に業務改善に取り組むことこそ、市民が求める姿

ではないかと思います。職員意識の醸成については

どのような取り組みをされているのでしょうか。 

 次は、行政改革についてですが、行政のスリム化

を目指し、平成１７年度から５ヶ年計画で取り組ん

できた豊後高田市行政改革大綱及び行政改革実施計

画が本年度で完了となります。目標額２１億１，２

３０万円、８１項目の改革を掲げての行革には、こ

れまで大変なご苦労もあったことと推察いたします。

これまでも項目によってはすでに目標を上回る成果

を上げており、特に民間の関係者のご協力をいただ

き、市長を始め、職員の皆さんが英知を結集して、

また身を削って改革に取り組んできた結果であろう

と高く評価をしているところでもございます。年度

末まではまだまだ期間もありますが、目標達成の見

通しと次期行革の計画についてお尋ねをいたします。 

 ３点目は、小児科の医療体制についてお伺いいた

します。 

 乳幼児を抱える家庭にとって、市内に小児科の先

生がいないことが子育ての大きな不安につながって

おります。このことは本年６月定例会でも質問をい

たしましたが、その際、市長からは、大分大学を始

め、関係機関にあらゆる手を尽くしてお願いをして

いるとのご答弁をいただきました。その後の進展状

況についてお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、過疎問題について２点お尋ねをいたします。 

 一つは、過疎対策についてですが、かつて２００

７年問題とも言われた団塊世代の退職者を対象に、

過疎化が進む自治体で田舎暮らしを提唱する取り組

みが始まりました。本市でも、都市に住んでいる団

塊世代の方々にアンケート調査等を実施した経過が

ありますが、その後の成果があれば、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 二つ目は、空き家対策についてです。 

 ２００８年１０月時点の総務省の調査によります

と、全国で空き家は７５６万戸に達し、総住宅数の

１３パーセントを占めていると報告されております。

このように、近年増え続ける空き家対策は、地方の

自治体にとって大きな課題となっております。 

 本市においても、空き家バンク事業を実施してい

ますが、事業効果についてはどのような見解をお持

ちでしょうか。先般、売り家としてバンクに登録さ

れている空き家を見させてもらったという方から、

やはり残された家財道具の多さと改修面で考えさせ

られたというご意見も伺っております。適当な空き

家があれば本市に住みたいと希望する人たちに情報

を提供する以上、当面する課題に対し、改善策も必

要ではないかと思われます。 

 そこで、お尋ねをしたいのは、平成１８年度の開

始から何件の契約が成立しているのか。また、現在

情報開示されている物件は何件ぐらいあるのでしょ

うか。過疎化が進む全国の自治体の中には、先進的

な取り組みをして成果を上げているところもありま

す。 

 例えば、島根県雲南市では、当市への移住を目的

に空き家に入居する場合、改修費の一部を助成する

空き家改修助成制度を実施しております。事業開始

から昨年度までの４年間で１００世帯が空き家に入

居しております。もちろん受け入れをする地域が自

主組織を発足させ、自助・共助・公助の観点に立っ

て、総合力で複合的な取り組みをした成果であろう

と判断をいたしますが、本市においても、こうした

支援制度を設けてはと思いますが、移住希望者のニー

ズにこたえられる空き家バンク事業に、今後どのよ

うに取り組んでいくのか、あわせてお尋ねをいたし

ます。 

 最後に、がん検診の無料クーポン券による受診率

の進捗状況についてお伺いをいたします。 

 女性特有のがん検診に対し、本年５月、国の支援

事業として、一定の年齢に達した女性を対象に、無

料のクーポン券が配布されることとなりました。こ

の件につきましても、先の６月定例会で質問をいた

しましたが、今回の事業開始に当たって、無料クー

ポン券が配布された対象者はそれぞれ何名で、受診

された方が１１月末現在何名、受診率は何パーセン

トと把握されているのでしょうか。また、受診体制

についてはどのような形をとられているのか、お伺

いいたします。 

 それから、無料クーポン券の有効期限があったと

記憶しておりますが、いつまでとなっているのか、

あわせてお尋ねをいたします。 

 以上で初めの質問を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私からは、政治姿勢につい

ての内の、まず来年度予算編成についてお答えをい

たします。 

 本市の財政事情につきましては、平成２０年度の

決算における財政の硬直度を示す経常収支比率にお

きましては９６．１パーセント、公債費の適正度を
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示す実質公債費比率におきましては１６．６パーセ

ントと高い状況でございます。 

 しかしながら、現在が市の基盤を築く一番大事な

ときであると思っております。そういう面では、地

域振興策なくして今後の市の発展は見込めないと、

そう思っているところでございます。そういう面で

経常収支比率も１００を超えない程度に、そしてま

た実質公債費比率も１８を超えないようと、そうい

うことに気を付けながら、定住対策、産業振興、雇

用対策等の地域振興において、基金の取り崩しも視

野に入れながら、過疎対策事業債及び合併特例債な

ど、この有利な起債が活用できる期間内に事業の選

択と集中を行いながら積極的に予算の配分をしてい

きたいと、そういうふうに考えておるところでござ

います。 

 また、火葬場、消防庁舎、図書館、市庁舎、そし

てまた、ごみ処理施設などの老朽化した公共施設の

建て替えが予定されていますことから、先程言いま

したように、そういう指数については充分注意しな

がら、計画的に事業実施に対し健全な財政運営を行っ

ていかなければならないと、そういうふうに考えて

いるところでございます。 

 このような状況の中で、政府の行政刷新会議にお

ける事業仕分けにより、私どもが一番大事にしてお

りましたまちづくり交付金などは地方移管と判定を

されました。補助金の一括交付金化についても、先

程土谷議員にご答弁したとおりで、普通の公共団体

であれば喜ばしいことであるんですけれども、私ど

もとしてはちょっと辛いなという気がいたしており

ます。そういう面で補助事業を活用して積極的に事

業を取り組んで、これからも何とか補助事業のある

間に取り組んでいきたいと、そういう気持ちでござ

います。そういう面では、配分が大幅に減少し、今

後の事業実施に支障を来すことはあり得るなという

危惧をしておるところでございます。 

 しかしながら、一括交付金の財源分配のフレーム、

また具体的な指数判定は明らかにされておりません

ので、先程も申し上げました、そういうふうなこと

も要望にしながらやっていき、また来年度予算につ

いてどれくらいの影響があるのかというのも、現在

予測がついておりませんけれども、できるだけ積極

財政をしていきたいと、そういうふうに考えておる

ところでございます。 

 次に、歳入の見通しでございますが、地方交付税

につきましては、総務省が概算要求で約１兆円の増

額要求をしているところでございます。 

 しかしながら、地方税の減収によりまして、いま

まで不交付団体であったところが交付団体になると

いうことになりますと、果たして我々のところまで

その１兆円が来るのかということになりますと、頭

をかしげなければならんだろうと思っておるところ

でございます。その上に地方再生対策費の措置が２

１年度で終わるということでもあります。そういう

面で、本市においてはそのまま地方交付税がどうし

ても減少する可能性のほうが強いんではないかと、

そういうふうに考えているところでございます。 

 どっちにしましても、国の総務、財務両省庁間の

折衝がどうなってくるかというのを期待していると

ころでございます。 

 それから、市税についてでございますけども、法

人市民税は、景気低迷によりまして、私どもがもく

ろんでおりました企業からの法人税というものはな

かなかうまくいかなくて、やはり減収を見込まざる

を得ないということでございます。 

 しかしながら、進出企業の固定資産税、これはも

う伸ぶことは事実でございますし、それと同時に、

私ども旧豊後高田市においては国土調査をしており

まして、そして、その国土調査をした中で面積が見

直されたものについてはまだ課税をしておりません。

そういう面でほとんど国土調査も終わりましたし、

それと同時に、真玉、香々地が国土調査の状況で固

定資産税を課税しておりますんで、来年からはそう

いうものもやっていこうと、そういうふうに思って

おるところでございます。そういう面では、本年度

と同じぐらいの税収は確保できるのではないかと、

そう期待しておるところでございます。 

 どちらにしましても、私どもの自主財源は非常に

低いことでありますので、今後も課税対象の適正な

把握とそういうもので課税に努め、また滞納者に対

する法的措置の適正化、滞納整理を行い、収納率の

向上に取り組みながら自主財源の確保に努めてまい

りたいと思っているところでございます。 

 以上のように、歳入は非常に厳しい見通しになっ

ておりますが、議員お尋ねの教育関係の事業につき

ましては、教育のまちづくりを推進していく上で欠

かせないことでありますので、乏しい自主財源を補

うためにも、行政改革でおかげさまで基金も積むこ

とができました。その基金を取り崩してでも、国、

そしてまた国・県の補助金を何とか活用して事業は

推進していきたいと思っているところでございます。 
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 次に、行政改革に関するご質問にお答えいたしま

す。 

 これまでの行政改革の成果と今後の取り組みにつ

いてでございます。合併後、本市が直面する厳しい

行財政状況の中で、少子・高齢化問題を始め、深刻

なる環境問題への対応、多様化する住民ニーズ、生

活基盤の整備など、新しい行政課題に的確にこたえ

ていくためには、行政改革に取り組みながらも、健

全な財政基盤を確立することが不可欠であると、そ

ういう認識の下に、平成１７年度から５ヶ年間で、

民間委託または民間移譲の推進、そしてまた、地方

公営企業の経営健全化、職員の定数管理の適正、給

与のカット等、８１項目の改革によりまして２１億

１，２３０万円の目標、財政効果と職員７７名の純

減を数値目標に掲げまして、豊後高田市行政改革大

綱及び実施計画を策定いたしまして鋭意取り組みを

進めてきたところでございます。 

 その結果、平成２０年度までの４年間の実施効果

額の総額は２０億４，１００万円となっておりまし

て、５年間全体の数値目標に対する進捗率は９６．

６パーセントと順調に効果は上がっておると思って

おります。最終年度の本年度末には、全体の目標数

値である２１億１，２３０万を上回るものと思って

おるところでございます。 

 本行政改革の推進に当たりまして、議員の皆さん

方の、そしてまた市民の皆さん方のご理解とご協力

をいただいたことに対しましては、改めて感謝をい

たす次第でございます。おかげさまで基金の取り崩

しをしましたけれども、この期間、交付税も増えて

まいりました。そういうことも入れまして、この期

間で約２０億の基金が増加をさせていただいた。そ

ういうことでは非常にありがたいと思っておるとこ

ろでございます。 

 しかしながら、先程も申し上げましたように、不

透明感が増すこの経済情勢、これがやっぱり一番大

変でありますし、また政権交代という劇的なものも

ございます。そういう面でこれからの財政運営とい

うものは、引き続き不透明である、厳しいと言わざ

るを得ないのではないかと、そう思っておりますの

で、行政改革に取り組む前提として、将来にわたっ

て安定した行財政基盤を構築していかなければなら

ないと、そういうふうに考えております。 

 しかしながら、行政改革は、あくまでも市民一人

ひとりが心豊かに、そしてまた心温かく暮らせるま

ちづくりを実現するためのものでございまして、そ

の行政改革は目的ではないと、そう考えております。

そういう面では大きな見直しに踏み切るということ

になれば、市民の皆さん方に大変な心配、ご迷惑を

おかけすることになりますので、そういうものはい

ろんな情勢を見極めながらやっていきたいと思って

いることでございます。 

 あわせまして、行政改革の基本となる歳入歳出双

方の両面から見直して、厳しく見直しを進めながら

も、選択と集中を一層徹底することによって、私を

始め、職員一人ひとりが危機意識と改革意識を持っ

て全職場ぐるみで業務改善を努めれば、まだまだい

ろいろやることはあるんではないかと、そういうふ

うに期待しているところでございます。 

 このような姿勢を基本にしまして、今後の取り組

みの方針につきましては、計画の進行管理を徹底し、

その達成度合を厳しく検証するとともに、計画の前

倒しをさらなる民間活力の導入も視野に入れながら、

なお一層の行政改革に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 また、次年度以降の第２次行政改革につきまして

は、私が目指します「一人ひとり夢のあるまち豊後

高田」の創造の実現に向けて、その下支えとなる行

財政基盤の構築が必要不可欠でありますから、平成

２２年度から平成２４年度までの３年間を視野に入

れ、行財政運営の羅針盤としての次期行政改革計画

を策定して、事務事業等の点検と見直しを継続して

まいりたいと、そういうふうに考えておるところで

ございます。 

 しかしながら、先程も申し上げましたように、市

民サービスをする分野、それからまた地域振興にお

ける定住対策、産業振興、雇用対策などの事業にお

きましては、積極的に取り組まなければならないも

のと考えておるところでございます。 

 今後とも議員の皆さん方を始め、市民の皆さんの

ご理解、ご協力を賜りますようお願いする次第でご

ざいます。 

 次に、小児科の医療体制についてでございます。 

 近年、全国的に医師不足が社会問題化し、ことに

小児科医師については、地域による偏在化が顕著と

なっておるということでございまして、小さなお子

さんを抱える家庭にとりましては、地域の小児科医

の存在は大変大きく、私ども本年４月から市内の小

児科医の方が老齢だということの中で引退をされま

した。非常に残念でありますけれども、しかしなが

ら、これは本人のことでありますので、やむを得な
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いもんだと思っているところでございます。 

 そういうことで、そのお辞めになるということ、

うわさを聞きましたんで、早速この高田の医師会長

さんと話をしまして、何とか医師会で対応してもら

いたいという話をさせていただきました。医師会の

ほうも何とかやろうということの中で、医師会長さ

んが大分大学医学部、そしてまた県のほうに、私も

一緒に何遍も参りましたし、そういうことの中で大

分大学医学部にいたしましても、市の医師会、そし

てまた行政との熱意にほれたということも言ってい

ただきまして、非常に感謝している次第でございま

す。そういう面で、大分大学医学部からは、小児科

の医師派遣をしようというお返事をいただきました。

これは県に言わせますと、非常に早いご返事だった

ということでございます。 

 そこで、小児科医の外来施設について、医師会で

協議していただいた中で、中央病院さんの中でして

もらおうということで、そういうことで私も、そう

なれば、また病院の改造もあるわけでございますけ

れども、お願いしましたところ、いま現在改造をし

ているところだと思っております。 

 そういう面で、これは少なくともそういうことの

中で、ただ当面は週１回ということであります、な

かなか難しいようでありまして。話を聞きますと、

週１回でも小児科の専門家がおるということは非常

に大事だということで、そしてまた、状況によりで

きるだけ早い機会にその回数も増やしてくれるとい

うことであります。 

 そういう面では幸いなことに、この豊後高田から

医学部の小児科に先生で行っておられる方もあると

いう、非常にそういうような助けもあります。そう

いうことの中で、できるだけ早く小児科医を常駐す

るように努力をしてくれるというふうにお約束をし

ていただきました。そういう面では、大分大学、そ

してまた県も随分あと押しをしていただきました。

そういう面で、私どもは早くそういう体制を整え、

そしてまた、そういうような、お待ちしているとい

う準備体制を大学また県に示すことによって、また

それが早くなることもあり得ると思っております。 

 そういう面で医師会と手を取り合って、全力を挙

げて、この定住対策には欠くことのできない小児科

医の常駐ということに向かって進めていきたいと、

そう思っているところでございます。 

 私は以上でございます。他の質問につきましては、

担当課長に答弁させますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（鴛海政幸君）  総務課長桒原茂彦君。 

○総務課長（桒原茂彦君）  明石議員の無駄ゼロの

行政運営に関するご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、先程市長よりご答弁申し上げました

行政改革の基本方針に基づきましての大綱の策定と

具体的な取組内容についてお答えいたします。 

 第２次の行政改革大綱及び実施計画策定に当たっ

ての基本的な考え方といたしましては、現行計画の

見直し、手直し的なものを基本として、それに新た

な行革項目を加えた形で策定していくものとしてお

ります。 

 なお、各職場からは、ボトムアップで意見を求め

るなど、すべての職員の創造と英知を結集し、共通

認識を持つ中で策定し、その推進に当たっていると

ころでございます。 

 具体的な取組内容でございますが、本年６月から

現行計画の検証に着手し、見直し、継続を含め、担

当課と協議を進めてまいりました。１０月からは事

務事業の見直しにより事務事業の省力化、効率化を

図るため、全職場の全業務の棚卸し作業を実施し、

市民に対するサービスの提供やその他公共の利益の

増進に資する業務として行う必要のないもの、その

他民間が担うことができるものについては、廃止も

含め、民営化、民間譲渡、民間委託等の措置を講ず

ることとし、また日常の業務において、市民サービ

スに影響が出ない業務については廃止、提携業務に

ついてはマニュアルの作成を義務づけるなどの観点

から、総点検を行ったところでございます。 

 また同時に、歳入確保の継続として、現行の歳入

確保策を継続しつつ、新たな取り組みの検証を行い、

実施するため、全職場へ検討を求めたところでござ

います。 

 さらには、総人件費改革として、定員の純減に当

たっては、事務事業の整理及び組織機構の見直しと

あわせ、検討を現在行っているところでございます。 

 また、給与の適正化に向けた取り組みといたしま

しては、職員の給与構造の見直しにより、これまで

以上に職務、職責に応じた級別職務分類となるよう

に見直し、年功的な給与上昇の抑制を図るため、職

員組合に申し入れを行っているところでございます。 

 その後、点検、検討内容について、副市長より全

職場の所属長からのヒアリングを実施したところで

ございます。その後、市長協議を経て、現段階での

次期行革項目といたしましては、民間委託等の推進
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を始め、指定管理者制度の活用、定員管理の適正化、

給与構造の見直し、経費削減合理化策、歳入確保策

など、継続審議を含め、約３０項目の素案が出てい

るところでございます。 

 この結果を踏まえ、１１月末に第１回の推進本部

会議を開催したところでございます。今後さらに審

議を重ね、実効ある計画となるように努力し、２月

中旬には成案を作成しまして、３月上旬、議員の皆

様方へお示しをし、ご理解とご協力を賜りたいと考

えておりますので、何とぞよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、公金の不適正な経理処理等に対する職員へ

の指導及び周知等の取り組みについてでございます

が、議員ご指摘のように、昨今、自治体において公

金の取り扱いの重要性に対する認識が欠如していた

ことから、不適正な経理処理が行われるなど、極め

て重大な不祥事が発生しています。かかる不祥事は、

市民に対し、公金の出納管理に重大な疑念を抱かせ

るとともに、信頼を著しく損なう結果となっており

ます。 

 本市における公金の取り扱いについては、その重

要性にかんがみ、服務規律の徹底を図るため、定例

課長会や電子掲示板などによりまして機会あるごと

に注意を喚起し、適正な取り扱いと管理を求めてき

たところでございます。 

 今後とも、服務規律を厳正に遵守することはもち

ろんのこと、事務処理体制につきましても、チェッ

ク機能が充分働き、事故発生が未然に防止できるよ

う努め、全体の奉仕者である公務員として、市民の

信頼を裏切ることのないよう徹底を図ってまいらな

ければならないと考えております。 

 次に、行政の無駄を省く業務改善についてお答え

します。 

 議員ご指摘のように、厳しい財政状況の中、今後

さらに予算の効率化、合理化を進めるためには、予

算編成のみならず、全職員がコスト意識を常に持ち、

日常の事務事業の執行においても経費節減に努力す

る必要があると考えております。 

 したがいまして、こうした考えの下、職員提案制

度として現在行っております本市の取組内容といた

しまして、事務改善提案ステップアップ運動と合併

初年度より実施しておりますＥワーク活動の二つを

柱といたしまして、職員の意欲と創意工夫に基づく

主体的な提案と活動により、行政コストの効率化を

実現しつつ、行政サービスの品質を継続的に改善、

向上することを目的として取り組んでいるところで

ございます。また、この取り組みに応答しまして、

政策議論、人材育成の場として職員意識の醸成を図っ

ているところであります。 

 これまでの取組状況でございますが、二つの柱の

一つであります事務改善提案ステップアップ運動は、

業務課題の改善提案や市民サービスの向上に役立つ

提案を各課各係及び個人より毎年募りまして、審査

会で採用された中から優秀な提案については、豊後

高田市業務改善の提案に関する規程によりまして褒

賞するものでございます。 

 これまでの実績といたしましては、平成１７年度、

４２提案に対し、採用２０提案、平成１８年度、６

６提案に対し、採用３９提案、平成１９年度、５６

提案に対し、採用２６提案、平成２０年度、６７提

案に対しまして、採用２３提案、本年度におきまし

ては、４７提案に対して、採用２４提案、５年間で

提案総数が２７８提案で、採用総数１２０提案となっ

ております。 

 提案内容の一部をご紹介いたしますと、督促状の

様式統一及び一括発注、それから広告入り封筒の導

入・活用、加除式図書の整理・解約、各排水機場の

電気料見直しによる経費の節減、緑のカーテン、そ

れから備品台帳の様式変更、そして今年度提案あり

ました母子健康手帳の交付窓口の変更、いままで市

民課でありましたが、これは子育て・健康推進課の

ほうで一元的にやりたいと思っております、などが

提案されたとこでございます。 

 次に、もう一つの柱でありますＥワーク活動につ

いてでございますが、市長の発案によりまして、職

場の垣根を越えた政策議論の場として、毎年各担当

課が政策実現に向けた研究テーマを設定しまして、

基本はＥメールによるネットワークを活用し、自由

参加、指名参加制を設けまして、聞きたい職員に意

見を聞くことができ、提案したい職員は、その意欲

を反映し、意見を述べることができる仕組みになっ

ています。このＥワーク活動は、政策実現に向けた

補完的な取組過程において、行政課題や住民ニーズ

を把握することで職員の対応、能力形成など人材育

成の面も兼ねそろえているところでございます。 

 これまでの実績といたしましては、平成１７年度

の研究テーマ、９テーマに対し参加職員数４０７人、

平成１８年度の研究テーマ、１５テーマに対し参加

職員数３８３人、平成１９年度の研究テーマ、１５

テーマに対しまして参加職員数３７７人、平成２０
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年度の研究テーマ、１０テーマに対して参加職員数

１３２人、本年度は研究テーマ、７テーマでありま

す。現在、取り組みを実施しているとこでございま

す。 

 ５年間の研究テーマ総数は５６テーマで、研究内

容の一部をご紹介いたしますと、定住施策、昭和の

町の魅力づくり、ごみゼロ運動、効果的・効率的な

財政運営、教育のまちづくり、ふるさと納税の促進

策、子育て支援の環境づくりなどがございました。

今後ともこれらの活動を継続し、市民福祉の向上を

念頭に置きながら、効率的な行政コストによる行政

サービスの品質向上に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  市参事兼企画情報課長中嶋

栄治君。 

○市参事兼企画情報課長（中嶋栄治君）  過疎対策

についてお答えいたします。 

 総人口の減少、特に地方における少子・高齢化の

進展、過疎化の進行は大きな問題となっております。 

 このような中、団塊世代の大量退職に伴う新たな

ニーズとして、ふるさと回帰や田舎暮らしなど、地

方に新たな生活の場所を求める都市住民が注目をさ

れており、本市といたしましても、外部からの人材

誘致を目的に、平成１８年６月に市出身者で都市に

在住されている団塊の世代の方へ、定年帰郷等に関

するアンケート調査を実施をいたしました。しかし

ながら、発送対象者の１４パーセントほどの回答し

かいただけず、帰郷したい、条件次第では帰郷する

などの回答は、回答をいただいた方の中で１６パー

セント、発送対象者全体で見ますと約２パーセント

と、大変少数意見でございました。 

 しかしながら、都市圏には、出身の方のみならず、

多くの移住希望者の方もいらっしゃることから、平

成１８年度より空き家バンクや定住支援サイトの開

設などの情報発信体制を整備するとともに、御所園

団地や犬田団地など定住団地の整備・販売も実施を

してまいりました。最近では、豊後高田市住みよい

まちづくり懇話会、真玉地区移住者懇話会などを開

催し、各種施策の検討を行っているところでござい

ます。 

 さらに、大分県と関係市町村において設置をされ

ましたふるさと大分回帰推進連絡会議においても、

相談窓口の設置やインターネットでの情報発信など

を共同して取り組みながら、ＵＩＪターンなどの移

住希望者の人材誘致を積極的に取り組んでまいりま

す。 

 次に、空き家対策についてお答えをいたします。 

 本市の空き家バンク事業につきましては、平成１

８年の９月から会員相互の情報提供を開始をし、こ

れまで１８件の相互契約が成立をいたしております。 

 現在、空き家バンクとして情報開示をいたしてお

ります１０件の物件につきましては、老朽化の進ん

だ物件が多く、新たな物件の登録も少ないため、移

住希望者からの問い合わせなどは多いものの、契約

の成立に至らない場合が多くなっているところでご

ざいます。 

 このため、市内にある空き家の詳細について把握

することが必要であると考えており、本年度、緊急

雇用創出事業を取り入れ、空き家実態調査を行って

おります。 

 この事業は、市内全域を調査員が直接巡回調査し、

その所在、現状写真等を地図上へ記録するもので、

これまで空き家バンクに登録を受けた者のほか、新

たな空き家の掘り起こしを行うとともに、防犯・防

災活動の基礎資料としても有効に活用できるものと

考えております。 

 次に、空き家の有効活用促進のための空き家等改

修費用への支援措置につきましては、現に制度のあ

る自治体等の状況や支援の方法などについて研究し

てまいりたいと考えております。 

 次に、空き家バンク事業における市の直接的な関

与についてでございますが、特にあっせんや賃貸契

約等に関しましては、宅地建物取引業法上の制限に

より扱うことができないこととなっております。 

 しかしながら、市といたしましては、空き家の利

用活用を推進するためには、空き家の所有者と利用

者の相互理解、そして地域の方々のご協力をいただ

きながら、利用者のニーズに即したより詳細な情報

提供など、今後も引き続き空き家バンクの内容充実

に努めてまいります。 

 また、すでに開設している定住支援サイト等を最

大限に活用し、移住希望者のニーズに即したより広

範な定住情報を戦略的に発信する体制を強化してま

いりたいと考えております。 

 あわせて、今後の定住対策につきましては、議会

に設置をいただきました定住対策等特別委員会にお

きましても、研究や議論をいただきながら進めてま

いりたいと考えておりますので、ご協力をいただき

ますようお願いを申し上げます。 
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○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  がん検診

の無料クーポン券配布による受診率の進捗状況につ

いてお答えします。 

 今年度、国の１次補正予算を受け、女性特有のが

んである子宮がん及び乳がんの検診事業を実施いた

しました。 

 子宮がんは、２０歳から４０歳までの５歳刻み、

乳がんは４０歳から６０歳までの５歳刻みの年齢の

方を対象に、検診費用無料のクーポン券を交付し、

受診を促すことにより、疾病の早期発見、早期治療

を目的とするものであります。 

 この事業の対象者数ですが、子宮がん対象者５４

５名、乳がん対象者８２２名の延べ人員１，３６７

名であります。受診者数は１１月末現在で、子宮が

ん７８名、乳がん１８８名で、受診率は子宮がん検

診が１４．３パーセント、乳がん検診が２２．８パー

セントでございます。 

 受診体制といたしましては、例年実施しておりま

す地区の公民館等でのがん検診、真玉、香々地の保

健センター、花いろで実施する総合健診、別府の厚

生連健康管理センター、宇佐高田地域成人病検診セ

ンターに委託して実施する施設検診がございます。 

 また、クーポン券の対象の方が受診しやすいよう

に、他の検診センターや医療機関でも受診できるよ

う、県全体での相互乗入制度による検診体制の整備

を行いました。 

 さらに、市内で検診ができる医療機関として、乳

がんは高田中央病院、子宮がんは鴛海医院にお願い

しまして、予約制による検診を実施してまいりまし

た。 

 クーポン券の発送が８月上旬となったため、すで

に地域の公民館等で行われた、がん検診を受けてお

られた対象者が、乳がん、子宮がん両方合わせて６

５名おられましたので、その方へは償還払いにより

自己負担分を返却いたしました。 

 現時点での受診率は少し低いですが、クーポン券

によるがん検診の受診勧奨及び自己負担金無料での

検診ということで、若い方にも検診に対する関心を

持っていただけたのではないかと考えております。 

 クーポン券の有効期限が２２年、来年１月末まで

となっていますので、今後は未受診の方への広報と

して、市報やケーブルテレビ、また告知端末等を通

じ、受診勧奨をしていきたいと考えております。 

 この事業は、今年度限りになるかと思われますが、

がん検診受診に対する普及啓発は重要事業と位置づ

け、今後は健康増進事業の中におけるがん対策事業

として、特に若年者への検診受診についての普及啓

発にも重点的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  ９番明石光子君。 

○９番（明石光子君）  ただ今明解なご答弁をいた

だきましたので、特に再質問はございません。 

 ただ、小児科の先生が確保できたということで、

子育ての保護者にとってはまず一安心ではなかろう

かと思っております。一日も早い開院を希望いたし

まして質問を終わります。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  一般質問を続けます。 

 １番近藤紀男君。 

○１番（近藤紀男君）  議席番号１番の近藤紀男で

す。通告に基づき一般質問を行います。 

 まず初めに、来年度の当初予算編成についてであ

りますが、ただ今明石議員から同様な質問がありま

したので、事業仕分けによる本市当初予算編成への

影響、そしてまた基本的な方針は割愛いたしますが、

改めて１点だけお尋ねしたいと思います。 

 当初予算編成に際しましては、さまざまな事業に

優先度のランクづけ等があろうかと思います。先程

市長のご答弁で触れられておりましたけども、国政

の状況もさることながら、昨今の厳しい経済情勢の

中でどういった事業を重要視していくのか、また改

めてお尋ねしたいと思います。 

 ２点目の質問でありますが、本市の河川堤防道路

の維持管理についてお尋ねをしたいと思います。 

 河川での事業管轄は、県に依存する部分が大変大

きいと思いますが、自治体でも一定の維持管理、責

任があるというふうに思っております。市内での堤

防道路や河川に面した道路を見てみますと、きれい

に草刈りをしている箇所や何年も放置され、竹や木

が生い茂った箇所等々さまざまであります。 

 そこで、２点お尋ねをいたします。堤防道路の維

持管理のための点検はどういった形で行われている

のか。２点目は、草刈りや補修等はどのように行わ

れているのか。また、その予算についてはどのよう

になっているのかをお尋ねをいたします。 

 続きまして、最後の質問となりますが、本市の観

光案内の表示についてであります。 
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 先程、冒頭、土谷議員の観光の問題についても質

問がありましたけども、私につきましては、本市を

訪れる観光客のより親切な案内の表示についてお尋

ねをしたいと思います。 

 本市では、まちづくり事業を始め、観光面でもこ

れまでさまざまな事業を展開をしてきております。

いま現在では、ご承知のように、中央公園の整備事

業や桂橋の架替工事等を行い、本市の観光発展のさ

らなる充実に向けていま事業を展開しているところ

でございます。つい先日、１２月６日には「昭和の

町レトロカー大集合」が開催されておりまして、私

も見に行きましたけども、大変にぎわっておりまし

たし、昭和の町など本市を訪れる観光客は、先程も

ありましたが、年間３０万人を超えております。ま

た、行楽シーズンにもなりますと、マイカーで訪れ

る観光客も多く見られます。 

 こうした本市を訪れた方々が、昭和の町等への侵

入口、駐車場がわからず、国道２１３号線沿いのガ

ソリンスタンドやコンビニ等でよく道を尋ねられる

とお聞きをしております。行楽シーズンにもなりま

すと、こうした立ち寄りやすい店舗に１日に数名、

多いときで６、７名ぐらい道を尋ねられるというふ

うに聞いております。 

 国道１０号線から２１３号線に入ります宇佐駅の

先の本市の侵入路には、確かに大きな看板、いまで

は「ホーランエンヤ」の大きな看板と「昭和の町ま

で４キロ」との看板が設置されておりますが、昭和

の町近くまで来ますと、どこを曲がれば、右折すれ

ばいいのか、ただ今申し上げましたように、わかり

にくいと思っております。中央病院の交差点付近ま

で来ることができれば問題ないと思いますが、昭和

の町の侵入口に当たる新地交差点付近での案内表示

は、中核工業団地や美和工業団地、空港方面だけの

表示、また長洲方面からでも富貴寺、両子寺、長崎

鼻等の案内表示はありましても、昭和の町の侵入路

の表示は見当たりません。 

 そこで、お尋ねをいたします。観光案内の表示、

看板等の設置はどのようにされているのか。そして

また、本市の玄関口に当たる新地交差点付近に、昭

和の町侵入口等の観光案内の表示看板が必要ではな

いかと考えますが、見解をお尋ねをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  来年度当初予算編成に関す

るご質問でありますけれども、関連がありますので、

土谷議員、明石議員にもご答弁したことと重なるか

しれませんけど、答弁させていただきます。 

 地方交付税の話になりますけれども、先程申しま

したように、総務省は１兆円の増額要求をしている

けれども、果たして我々にそこまで来るかどうかと

いうことは、非常に不安であるということと、もう

一つは、地方再生対策費の交付税は減るということ

であります。 

 それと、もう一つ影響が出ますのは、揮発油税な

どの暫定税率が廃止された場合、どうなるかという

ことでございますけれども、多分これに私どもの場

合、地方譲与税、それから自動車取得交付税等を合

わせますと１億円ぐらいの減になるんではないか、

そういうふうなことで、そういう面では非常に厳し

いなあというのも一つであります。 

 それと同時に、もう一つは、まちづくり交付金の

話でありますけども、仕分けの対象には入っていま

すけども、私どものいま、桂橋と中央公園というの

がまちづくり交付金と過疎債を行っています。これ

は運よく何とかくぐり抜けるのかなという、過疎債

にしましても３年だろうと言われていますから、来

年はまだあるんではないかと。それと同時に、まち

づくり交付金も、なんぼ言ったって、橋が途中になっ

ていて、それを削るということはないんではないか

と。そういう面ではいいときにしたなということを

つくづく思っているところでございます。そういう

面で、いままでの補助金でいただいている計上部分

というのは何とか行けるんではないかと思っており

ます。 

 それから、これから何をしていくかというと、ど

うしてもやはり定住対策、それから産業振興、雇用

対策という、この三つであります。その面につきま

しては、何としてでもそういうことの中でやってい

かなけりゃならんと思いますし、また、私どもいま

当面していますのは、皆さんのおかげで何とかでき

るようになりました火葬場をつくること、そしてま

た消防庁舎はいまかかっております。それから、先

程申しました桂橋、中央公園ということもあります

し、それに図書館もやらせていただこうということ

で、こういう面ではハード面が目白押しであります

し、他の市がもう少し前からやったのは、うちが少

し慎重過ぎたかなということもありますけれども、

ただ、やはりこれは過疎債と合併債がある時期の間

にしておかなきゃならんだろうと、そういう気持ち

であります。そういう面で先程経常収支比率は１０
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０を超えちゃ、これは赤信号ですので、どうにもな

りませんけども、９０台で何とか行くように頑張ろ

うと思っていますし、財政課に聞きますと、実質公

債費比率もそんなにこれをしたところで１８まで行

くことはあり得ないということでありますので、ど

うせある時期的なもんですから、これを除きさえす

れば何とか行けるわけですので、そこのものはやっ

ていくということで。補助金があるものは何とかし

て補助金を取りながら、どうしても我々がやらなきゃ

ならん分で、そしてまた、この定住対策とか産業振

興とかいうものについては、一般財源、先程申しま

した基金を取り崩してもやっていきたい。ただ、や

はりこれは規模はいままで国と県の金でやっていた

ものが、自分ところだけの金になるんですけど、こ

れはもうほんのわずかですので、これについては、

やはり規模を縮小してやらなくちゃならんだろうと。 

 それと同時に、早く景気がよくなって、やはり国

や県に頼るものじゃなくて、市民税がどうして上がっ

てもらうか。だから、そういう面では中核工業団地

の企業さんたちが元気になって法人税をうんと納め

てくれるような、そういうものを祈りながら、景気

がよくなることの施策を国にしていただいて、その

恩恵を被りたいと思っております。そういうことの

中で、定住対策、産業振興、雇用対策、これを重点

的にやっていきたいと思っています。 

 そのほかにつきましては、担当課長に答弁させま

す。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  建設課長野村信隆君。 

○建設課長（野村信隆君）  河川堤防道路の維持管

理についてお答えいたします。 

 河川法面の草刈り等につきましては、河川愛護デー

の美化活動や五月祭・マラソン大会の直前の清掃で

一部実施しているところでありますが、竹や雑木の

除去まではできていないのが現状であります。 

 なお、堤防道路につきましては、道路敷のみの管

理となっておるのが現状であり、道路脇の草刈り等

につきましては、地元の皆さんに協力をいただいて

いるとこであります。 

 しかしながら、議員の言われるように、過疎、高

齢化が進む中、これらの作業に地元だけでは対応で

きていない地域も出ていることも事実であります。

特に河川法面の場合は、作業に危険が伴う上、雑木

や木を切ったあとの処分費も必要なため、対応に苦

慮されていることと思います。 

 今後とも地元の関係者の協力をいただきながら、

処理できない箇所につきましては、雑木等の処分も

含め、県にも要望してまいりたいというふうに思っ

ております。 

 なお、その他の市道の草刈り等につきましては、

これまでどおり集落間の長い区間につきましては、

市が実施いたします。それから、集落周辺部の幹線

道路につきましては、今年７月に創設いたしました

市道清掃褒賞金の制度を活用してもらいたいと考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（鴛海政幸君）  商工観光課長佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君）  観光案内板の設置

についてお答えします。 

 全国的に観光の形態が団体主体から個人主体へと

移行する流れが続いている中、また公共交通機関に

乏しく、マイカーによる観光客が主体の本市にとっ

て、道路沿いに設置している観光案内板の果たす役

割は大変大きいものと思われます。 

 特に観光案内板の内、道路案内の看板につきまし

ては、道路内に設置することが最も望ましいと思わ

れますが、近年、景観的な観点から、国道、県道の

敷地内には観光案内板の設置が極めて困難な状況と

なっております。 

 このため、観光案内板の設置に当たっては、道路

に隣接する土地、建物の所有者のご協力をいただき

整備してきたところでございます。 

 次に、新地交差点付近における昭和の町への案内

看板の設置についてでございますが、ご指摘のとお

り、新地交差点につきましては、昭和の町案内の要

衝でございまして、当初から何とか案内板の設置が

できないかと、県など関係機関と幾度となく協議し

てまいりました。 

 しかしながら、すでに多くの道路標識、観光案内

板が設置されており、これ以上の設置は困難である

との回答を受けまして、その後、商工会議所と一緒

に周辺の商店にご協力をお願いいたしまして、現状

の案内板を設置させていただいている状況でござい

ます。 

 議員ご指摘のように、現状では、訪れた観光客の

皆様方が認識しにくい状況にあるという声があるの

も事実でございますので、再度新地交差点付近にド

ライバーから認識しやすい観光案内板の整備を検討

しているところでございますので、ご理解を賜りた

いと思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（鴛海政幸君）  １番近藤紀男君。 

○１番（近藤紀男君）  ただ今市長からご答弁いた

だきまして、景気雇用、産業振興、本当に大事な分

野だろうというふうに思っております。 

 いずれにしましても、ほかの事業等々につきまし

ては、現時点では国の政府の方針なり、事業仕分け

による具体的な影響がまだ不透明な部分も多々あり

まして、非常に自治体関係者を困惑させているもの

と、今日のご答弁をお聞きしながら、そう感じてお

ります。 

 また、本市の税収につきましても、前の議員のご

答弁で市長おっしゃっておりましたように、何とか

昨年並の税収を確保したいということでありまして、

本当に私もそのように思っております。 

 今年の１０月でしたか、大分合同新聞で実は県内

１８市町村の本年度の税収見込みというものが出て

おりまして、本市では企業立地などで固定資産税の

増加が見込まれ、１．１パーセントの増とされてお

りまして、他の税の減少を補う形になるんではない

かというようなことも申されておりまして、ほかの

１７市町村はみんなマイナスの見込みでありました

から、一つは、この点も何とか昨年並の確保ができ

るようにというふうに私も願っております。 

 また、先程来言われておりますように、国からの

地方交付税もさほどの伸び、もしかしたら減少にな

るのか、こういった大変厳しい財政運営を余儀なく

されるものと考えております。 

 こうしたこれまでにない厳しい状況下であります

が、あと２０日余りで新たな年を迎えようとしてお

ります。市民の暮らしぶりは、ご承知のように、年々

厳しさを増しております。当初予算編成に際しまし

ては、市長申されておりましたように、選択と集中、

そしてまた費用対効果をしっかり検証していただき

まして、すべての市民が安心して暮らしていくため

にも、これはいまの政府にも言えることであります

が、市民への負担増やサービスの低下にならないよ

う、特段のご配慮を要望いたします。あとの２点に

ついても要望として述べさせていただきます。 

 河川の堤防道路の維持管理についてであります。

ご答弁ありましたように、堤防道路の維持管理には、

これからも地域の皆さん、それから田畑を近くにお

持ちの、そういった住民の皆さんのご協力も不可欠

であるというふうに思います。私の住居周辺地域を

見てみますと、桂川堤防道路の田畑に面した法面や

農道や農業用水路など、地域の方々や保全環境組合

の皆さんが年に数回草刈作業を行っておりますし、

市職員の皆さんも堤防やポケットパーク等の草刈り

を例年実施していることも、私も実際見ております。 

 また、中核工業団地の侵入路や花いろ温泉、丘の

公園等では、先程課長申されておりましたように、

除草や草刈作業等を民間に委託して行っております

し、また職員の方々で手分けして行っております。 

 しかしながら、申されておりましたように、堤防

道路の河川に面した斜面等では、斜面での危険な作

業もあって、数年間放置され、竹や木が生い茂り、

いま現在ではもう草刈機等ではどうにもならない箇

所が本当に多々見受けられます。また、堤防道路の

下で農作物を耕作している方々からは、草木や竹等

が生い茂る中で病害虫の影響を心配している声も、

実際に私も耳にしております。市内各地にあります

堤防道路や河川に面した道路は、通勤・通学、また

市民の皆さんの朝夕の散歩コースであったり、とり

わけ桂川の堤防道路は、五月祭のマラソンのコース

でもあります。まずは現状調査をしていただき、県

の担当課ともしっかり協議を行って整備をしていた

だくことを要望いたします。 

 最後に、観光案内の表示についてであります。 

 ご答弁ありましたように、私はこの観光に関して

は、本市を訪れた方々が、本当に来てよかった、も

う一度来てみたいと思っていただくことも大切なこ

とではないかと思っております。そして、昭和の町

のみならず、富貴寺や田染荘、真木大堂、さらには

真玉や香々地にも足を運んでもらいたいと思ってお

ります。訪問先の地理に不案内な観光客に対して、

安心して訪問していただくためにも、親切な案内表

示が必要であると考えております。現在、先程申し

ましたように、新地交差点付近に看板設置に向けて

現在検討しているとご答弁いただきましたので、速

やかに実施していただくこととあわせて、市内観光

施設の案内表示の再検証を要望しまして、私の質問

を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  しばらく休憩いたします。   

 再開は午後１時からでございます。 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（鴛海政幸君）  休憩前に引き続き一般質問

を続けます。 

 ３番安達 隆君。 

○３番（安達 隆君）  皆さん、こんにちは。３番

議席の安達でございます。 



１２月９日 

- 39 -  

 宮町商店街の電気料の過払いについて述べていき

たいと思います。 

 ９月議会で日本共産党の大石議員が質問された宮

町商店街の電気料について、その経過と結論を議会

の場を借りて市民の前に正しく明らかにしていきた

いと考えます。 

 宮町商店街は、昭和６０年には一気に若返りを図

り、現在ある体制を維持しています。市内の商店街

の中で最も若く、活動的で積極的な組織、団体であ

ります。１２月の市報を飾った宮町ロータリーのイ

ルミネーションは、宮町商店街の後援をもらう中で、

宮町商店街の副会長が中心となり、同志を募り、完

成されたものであり、さらに今後も充実されていく

ものであります。 

 秋の若宮大祭における協力はもとより、来年１月

３日のホーランエンヤにおいては、毎年のようにく

ず湯を市民の皆さんや観光客に寒さを吹き飛ばすよ

うにと振る舞っています。 

 それでは、本題に入ります。宮町商店街では、高

額な電気料に悩まされ、街路灯の本数を減らそうと

いう話になり、本数の点検・確認をすべく九電の担

当者を呼び、調べたところ、街路灯の本数と請求書

の符合を見つけ出し、問いただしたところ、以前あっ

た街路灯の廃止届が出ていないので、九電側には責

任はなく、発覚した４月ぐらいにさかのぼって減額

しますとの返答がありました。すぐに宮町商店街の

役員会を開き、全員一致で払い過ぎた電気料の全額

返済を求めて徹底的に戦っていこうと決定しました。 

 宮町の街路灯は、平成５年に県の美化資金、市の

補助金をもらう中で、１期工事に１９９万２，００

０円、年明けの２期工事に９４万２，０００円を支

出したもので、公共工事として行われたものであり、

９月３日の日に宮町商店街会長が私を同伴し、建設

課長のところに資料を持っていき、当時の市の資料

の提出を頼みましたところ、１６年前のことで資料

が残っていないということでしたので、９月８日に

行われる九電との話し合いに出席したいと申し出が

あり、建設課長、商工観光課長ら４名の出席をもら

い、九電側の話を聞くと、九電側にも廃止届はおろ

か、新設届も存在しないというお粗末な話でした。

ここで九電の中津の副所長が九電を代表して否を認

め、５年にさかのぼって過払金を返済したいとの九

電側の意向を我々に伝えました。それでは話になら

んと宮町商店街は断固拒否し、全額返済まで徹底的

にやっていくんだと決意をし、次の話し合いが行わ

れる際には全面解決だと九電側に伝え、散会しまし

た。 

 そうした中で、その２日後、９月１０日の午前中、

１１時ぐらいと言っていました。九電の所長より商

店街会長宅に電話が入り、宮町商店街の皆様の言わ

れることはごもっともでございますと、納得される

形で対処いたしますと電話がありました。宮町商店

街の全面勝利であり、全面的な解決に至ったわけで

あります。これがあった２時間後に、豊後高田市議

会一般質問での大石議員の発言があったわけです。

さらに、新聞記者を４、５名呼んであり、大騒ぎで

した。解決したと確認した、確か大分合同新聞と思

いますが、それ以外の数社は興味本位で紙面を飾り

ました。 

 以上が本当の話です。 

 次に、カボス生産者の現状について質問いたしま

す。 

 今年は表作にあたり、早く出荷された方について

はそれなりの価格が出たが、後半になって、こんな

にやるのかというほどの出荷があり、暴落しました。

当高田中央青果市場でも、手に負えないぐらいの量

でありました。当市は、豊後高田独自の焼酎六郷を

新規開発したりしていますが、カボスについても、

昭和の町を活用する中で特産品としてのカボス関連

商品の開発をするべきだと考えますが、いかがでしょ

うか。 

 次に、敬老会事業の取り組みについて質問いたし

ます。 

 私自身、２０年近く区長から自治委員を続けてい

ます。当然のことながら、敬老会も２０回近く催し

てきました。そうした中で、私自身もあと７、８年

すると敬老会の対象者となりますが、いわゆる団塊

の世代の参入であります。少子・高齢化の突出した

状況が生まれ、自分たちで自分たちを祝うという構

図が生まれてきます。若い世代に敬老の念が薄れつ

つあるいま、そして自治会自体も脆弱化している現

状を踏まえるなら、日本のあらゆる地域での敬老会

のあり方を検索し、今後の敬老会事業に向けた施策

をとるべきではありませんか。今後に向けた対応を

お願いします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  商工観光課長佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君）  安達議員の先程の

宮町商店街街路灯の電気料の件についてお答えいた

します。 



１２月９日 

 - 40 - 

 この件につきましては、九州電力と地元商店街と

の協議の場に私どもも、先程議員がおっしゃいまし

たように、同席をさせていただきました。地元商店

街の皆さんが主体的に交渉を進められ、この件が全

面的に解決したことにつきましては、私どもも大変

安堵しているところでございます。 

 宮町商店街につきましては、９００年以上の歴史

と伝統を誇る若宮八幡秋季大祭裸祭りの時はもちろ

んですが、江戸時代から続く新年の勇壮行事「ホー

ランエンヤ」のときにも商店街の自主的な取り組み

として、温かい飲み物を観客の皆さんに振る舞って

いただくなど、さまざまな取り組みをされておられ

ます。 

 先程もありましたけれども、最近では市民グルー

プ「高田を盛り上げる会」の皆さんとともに、宮町

ロータリーのポケットパークにイルミネーションを

設置する宮町ＬＯＶＥファンタジーライトアップイ

ルミネーション、そして第４回昭和の町音楽祭、こ

ういったものについても、商店街としてバックアッ

プしていただいたということで、非常にありがたく

思っているところでございます。今後とも、引き続

きこういった取り組みをお願いしたいというふうに

考えております。 

 申すまでもございませんけれども、私たちの豊後

高田市には８商店街ございます。昭和３０年代の懐

かしさをテーマとした昭和の町、それから「高齢者

が楽しいおまち」をテーマとした玉津商店街など、

それぞれの特色を活かした商店街振興策を進めてお

りまして、それぞれ皆さん頑張っておられると思い

ます。 

 大変厳しい経済の状況の中ではございますけれど

も、商店街の皆さんにはぜひ頑張っていただきたい

というふうに思っておりますし、市民の皆さんにも

ぜひ地元でのお買い物を促進していただきますよう

お願いして、答弁とさせていただきます。 

○議長（鴛海政幸君）  農林振興課長井上晃一君。 

○農林振興課長（井上晃一君）  カボス生産の現状

についてお答えをいたします。 

 現在の農産物価格につきましては、長引く景気の

低迷等の影響を受け、全般に価格が低迷しておりま

す。カボスも例外ではなく、議員ご指摘のとおり、

本年が表年にあたることによる出荷量の増加も相

まって、価格形成には非常に厳しいものがございま

す。そのため、青果だけでなく、加工原料について

も出荷量の調整を行うなどの措置がとられておりま

すが、なかなか好転の兆しが見えない状況にありま

す。 

 このような状況に対しまして、農業団体では、早

出しや貯蔵による出荷期間の拡大に取り組んでおり

ます。一方、本市も加盟をしております大分県カボ

ス振興協議会では、都市における販売促進のＰＲ活

動や果皮利用による新たな加工品の開発に取り組む

など、各方面で価格向上や消費拡大に向けたさまざ

まな対策を講じております。 

 本市では、価格低迷時の対応策として、県の価格

安定対策事業に取り組んでおり、本年産カボスにつ

いては、助成対象となることが見込まれております。

今後は関係機関との連携の下、高付加価値化を目指

した新たな加工品の研究なども進めてまいりたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  福祉事務所長安東良介君。 

○福祉事務所長（安東良介君）  敬老会事業の今後

についてお答えします。 

 敬老会事業につきましては、地域の高齢者の多年

にわたる社会貢献に感謝するとともに、長寿を祝う

という敬老の趣旨はもとより、地域における高齢者

と関係が希薄になりつつある近隣住民とのコミュニ

ケーションを深める場として実施をしているもので

ございます。 

 旧高田地域では、以前はほとんどの地区でそれぞ

れ敬老会を開催していたので、制度に即した補助金

を交付していましたが、最近では記念品や弁当、商

品券を配布するのみといった地区が増えている状況

にあります。 

 そこで、本年度は、昨年まで地域全体で実施して

いた真玉地域、香々地地域を含めた補助金交付方式

への一本化に伴い、敬老会を開催した地区に交付す

るという補助金本来の目的に戻したいと考えたとこ

ろであります。 

 しかしながら、敬老会を主催する自治委員の皆様

に補助金の趣旨をご説明申し上げたところ、市より

事前に充分な説明ができなかったことや、会を催さ

なくても対象者全員に補助金が交付されると解釈し

ていた自治委員も多く、その認識に開きがあり、ご

理解をいただけなかったところであります。 

 そうしたことから、再度関係者と協議を重ねた結

果、昨年まで高田地域において実施してまいりまし

た補助金交付方式により、真玉、香々地地域を含む

市内全域で実施したものであります。その実施状況
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につきましては、各自治会や老人クラブ等の役員の

皆様方のご尽力により、市内ほぼ全地区において敬

老会事業が実施できたところでございます。 

 なお、本年度より新たに補助金方式で実施した真

玉地域、香々地地域の自治会の方々から、これまで

の地域全体で実施したときよりも出席者も多く、参

加されたお年寄りから大変喜ばれ、来年もぜひ継続

してもらいたいという意見もいただいております。 

 議員ご質問の今後についてでありますが、現在敬

老会を開催していない地区につきましては、できる

限り開催していただけるようお願いするとともに、

より望ましい敬老会のあり方について、自治委員や

関係者のご意見を伺いながら議論を重ねてまいりた

いと考えております。 

 しかしながら、これまでの経過を考えますと、意

識調整には期間を要すると思われますので、市とい

たしましては、当面は今年度どおりで実施してまい

りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  ３番安達 隆君。 

○３番（安達 隆君）  敬老会事業は、引き続き現

状のままでやっていきたいと言われたわけですが、

いま私が述べたように、これから７、８年もしたら

大変な時代が来る。せめてもうあと２、３年のうち

にある程度方向づけをして、きちんとした敬老会事

業としてやっていただきたいという要望です。 

 そして、カボス生産者の現状についての、これも

また要望です。やはりいま、農林振興課あたりは落

花生を高田の名産ということで一生懸命頑張ってお

られるようですが、やっぱり現在あるものが先だと

私は思うわけであります。カボスは絞って瓶に入れ

て、ミツカン酢をちょこっと落とすと、半年ぐらい

もちます。やはり商品価値というものをつけて、農

民によろしくご指導していただきたいというふうに

考えます。 

 それから最後に、電気料について。大石議員が９

月の市議会一般質問の中で、ある人からこう聞いた

と。大石さん、もうあんたの出番じゃと、ここで共

産党が打って出らんとどうするんかいと、宮町に市

会議員が２人おるんだけど、なかなかこれはもう内々

で片づけようとして表に出てこんのじゃえと、こう

いうふうに言われたわけです。そこで、大石議員が

宮町に出てこられて、いろんなことに当たって前回

の質問になったわけでありますが、私らは地道に九

電との対応を重ねる中で一生懸命やってきました。

宮町商店街には市会議員が確かに２人おるだけじゃ

なく、商工会議所の副会頭もおられます。３名とも

に宮町商店街の役員であり、他の役員とともに会長

の下に結束しています。市会議員も商工会議所の副

会頭も、商店街にあっては他の役員と同格なんであ

ります。宮町商店街役員会の決定事項を会長の下、

団結して実施しています。私は大石議員を若い頃か

ら市民のため、日本共産党のため、一生懸命やられ

ている立派な方だと思っていました。今回の件に関

してはちょっとがっかりしました。バケツにツガニ

をほたり込むような状況を生んだだけです。今後は

心を広く持たれ、市民のためにさらに活躍されるこ

とをお願いして、質問を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  一般質問を続けます。 

 ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭で

あります。私は、昨日の議会でも新型インフルエン

ザのワクチンの予防接種の問題や、市民が切望して

おります火葬場の早期完成の問題、田染荘を始め、

豊かな自然や景観、恵まれた文化財を活かした滞在

型の観光などなど、縷々質問をいたしましたが、今

日も一般質問という形で１時間、質問通告に基づい

て質問をしたいと思います。 

 今日の午前中の議論では、質問に対する市長並び

に課長の答弁が余りにも長過ぎるんではないかなと  

 （発言する者あり） 

私も聞きました。それで、今日の議論はケーブルテ

レビで録画放送をしますので、私の質問に対しては

もう少し簡潔に、議長が当初わかりやすいことばで

と言われましたが、そのように市民が聞いてわかる

ようなことばで簡潔な答弁をされることを最初に要

求しておきます。議長、私の発言中に議場から何か

声が上がっていますけど、注意をしてもらいたいと

思います。私も紳士的に発言をします。 

 最初は、市長の退職金の問題についてであります。 

 ご承知のように、議会の一般質問の模様だけはケー

ブルテレビで後日録画放送をされることになりまし

て、３月、６月、９月と放送されまして、多くの方

がご覧になっております。市民の皆さん方も大変よ

いことですけれども、議会ちゃこうあるんかと、市

政ちゃこうあるんかということで関心を高めていた

だいております。中でも私どもに一番反響が大きい

のは、この議論を通じて高田の市長は４年間の任期

の都度に約２，０００万円の退職金をもらう、その

４年間２，０００万円という退職金のこの金額に驚
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いたこと。もう一つは、隣の宇佐や日田で半額に減

額することになった。高田でもそうしたらどうかと

いう質問に対して、市長は制度があるんだからもらっ

て何が悪いかと開き直って、全然質問に答えていな

いと。６月も９月も質問したけれども、まともに市

民が納得できるような答弁をしてないじゃないか、

もっとしゃんとやれと私がハッパをかけられるよう

な状況であります。だから、今回も連続４回目の質

問になりますけれども、あえて質問をすることにし

ました。 

 市長、ご承知のように、隣の宇佐や日田市の市長

は、条例を改正をして、次、市長をやめるときの退

職金はいままでの条例の半額に減らすという議案を

議会に提案し、それぞれの議会で満場一致で議決を

されました。北九州の市長は、半額ではない、私は

来年辞めるけれども、もう全く退職金は要りません

と、いま１２月議会が開かれておりますが、この議

会に北九州の市長の退職金を廃止をする条例を提案

しています。問い合わせてみましたら、満場一致で

ほぼ可決をされる見通しだそうであります。 

 全国調べてみましたけれども、やはりこれだけ経

済情勢の中で、民間で働く労働者に比べてこの自治

体の長の特別職の退職金の格差が大き過ぎるという

ことから、全国各地で市長の退職金を廃止をする、

あるいは３割減らす、５割減らすという市長が増え

てきております。市長もご承知のとおりだと思いま

す。よって、高田におきましても、これだけ市民の

関心が高い問題でありますので、市長自らが決断す

ればできることであります。今日は三役と言いませ

ん。市長自らが、まず自分の次の辞めるときには退

職金はせめて半額にすると、こういう勇断を決断し

てほしいと思うんですけれども、どうでしょうか。

市民が納得できる形で真摯な態度を市民の前に表明

をしていただきたいと思います。 

 次が同和問題であります。 

 調べてみましたら、昭和５０年から平成８年にか

けて、旧、元の佐々木市長時代に起こった制度なん

ですけれども、同和事業で住宅を新築したり改築し

たり、あるいは宅地を取得した場合には、年３．５

パーセントという当時では本当に安い利息で、改築

は１５年以内、新築や宅地資金は２５年以内に償還

をするという制度が設けられまして、９６件、総額

で２億７，０００万円の市が貸し出しをしておりま

す。旧真玉町は４件でほんのわずかで、もうこれは

片づいておりますので議論をしませんが、高田の場

合はこの９６件の内、昨年３月の決算の時点で２８

件がこげついて長期滞納になっています。額で約５，

９００万円、実人員では１８人のようであります。

私は、最近では何度も議論をしましたけれども、先

の９月議会でも問題にしましたけれども、この議会

の質問時間が１時間という時間制限がありますので、

最後まで議論ができなくて残念でしたので、引き続

き今日改めて質問することにしました。 

 一つは、総論としてですが、やっぱり何度も何度

も議会で問題にする中で、担当課は今後最大限努力

をするという表明をしてきました。今年度はいまま

でになく努力をしたと私は聞いています。よって、

努力したことについては評価をしたいと思いますの

でね、実際にはいままでと違って、この２１年度で

は現在までにどれぐらいの人からどれぐらいの金額

が徴収することができたのか、何とか今年度はこれ

ぐらいの徴収をしたいという償還目標があったのな

らば、それも示してもらいたいと思います。 

 具体的な話を二つしますが、１点は、宇佐から豊

後高田に住民票だけを移して、そして高田で資金を

借りて、これも大きい金額ですね、新築資金を借り

て、宇佐にも現地調査をしましたけど、宇佐に新築

を建てたと。実際宇佐に住んでおりますけれども、

その方がもうほとんど払ってないじゃないかと、借

りっ放しじゃないか、おれたちはまじめに払ったん

だと、おれんとこなんかは、払わんと差し押さえす

ると詰められたんだと、大石さん、これをとことん

調べて議会で表に出してやってくれという話もあり

まして、私なりにいろんな資料をいただきまして調

べまして、あっ、これは大変な問題だということに

なりました。この方について、あなた方も全然知ら

ぬちゅうことはないと思いますね。現在、高田の資

金を借りて宇佐に家を建てた方はその方だけのよう

でありますが。現在までに滞納総額がいくらあるの

か、実際に払うべきして払わなくなって、いわゆる

何年間にわたって滞納しているのか。この方につい

ては、今後どういう形で解決しようとしているのか、

市民の前に明らかにしてもらいたいと思います。 

 もう一例は、元市役所の職員の父親になる方のお

家を改築資金という形で借りて、改築をされたそう

でありますけれども、関係者の話をいろいろ総合し

ますと、その件もまだいまだに償還期限が過ぎても

う何年もなるのに片づいていないと。市役所をやめ

るときに、あれだけの額の退職金をもらっているの

に払わんちゅうのはおかしいんじゃないか、社会常



１２月９日 

- 43 -  

識から見て、これは許されることじゃないじゃない

か、大石さん、これもじゃんじゃんやってくれと私

がハッパをかけられた状況であります。 

 よって、改めて今回も取り上げましたが、こうい

う元職員が、お父さんの名義で借りたんだから、お

れは関係ないということで済まされる問題なのか、

退職金をそれだけもらったというんならば、当然、

しかもその地域の皆さんのお話では、その家に自分

が、本人が住んでいるそうであります。元職員が住

んでおる、その滞納がいまだに放置をされている。

だれが考えてもおかしいんじゃないかと。この長年

なぜ放置をしてきたのか、市が相手が職員だから優

遇したんじゃないかという声もありますけれども、

そういうことはないと思うんですけどもね、なぜこ

んなことになっているのか、明らかにしてもらいた

いと思います。 

 次が、子どもの医療費の問題であります。 

 合併しましてもう４年８ヶ月経ちました。調べて

みますと、この間に１，３６４人人口が減りまして、

１１月末の人口は２万４，７３３人になりました。

私は、若い人たちが豊後高田市に残って滞在してい

ただいて、安心して子どもを生み育てられるように

する、親の経済的負担を軽くする、そのために思い

切った施策をとるのは、市長や市議会議員の責任で

あろうかと思うのであります。私は今日あえて子ど

もの医療費の問題を取り上げました。これはもう私

も長い間の議員生活の中で随分議論をしてきまして、

だんだんだんだん改善されてきたんですけども、い

まのこの過疎が進行する状況を見ましたときには、

やはり子どもさんがいざ病気になったときには、い

つでも安心して治療を受けられるような体制、せめ

て中学校を卒業するまでには医療費の無料化制度を

拡大をすべきだと私は思うのであります。国の政権

も変わりましたけれども、何とか国の制度として、

あるいはそれまでもなく、県とも協議しながら、県

が半分出す、市が半分出すでもいいですから、何と

か一日も早くこの医療費の無料化制度をいまよりも

さらに対象年齢を拡大する、その努力を市長はやっ

てもらいたいと思うんですが、市長がどういう政治

力を発揮するのか、市長の決意のほどを市民の前に

ご披露していただきたいと思います。 

 次が生活困窮者に対する医療費の問題であります。 

 厚生省の資料を見ましても、全国でこれだけ不景

気が続いておりますので、医者には行くけれども、

なかなか払えない、医療費代を滞納している人が相

当増えているようであります。そこから厚生省はい

ろいろ分析した結果、国民健康保険法の第４４条で、

もし被保険者の方が生活が困難で医療費を払えない

ような場合には、それは保険者、豊後高田でいうな

ら市長が、これは免除をしたり、猶予をしたり、医

療費を減免したりすることができるんやと、この制

度を適用すべきだという見解を出しています。 

 調べてみましたら、豊後高田市も旧豊後高田市時

代からこの国民健康保険法の４４条に基づいて、そ

ういう事業をやるという条例を制定しています。新

豊後高田市になっても条例を制定していますが、ま

だ一度も適用したことがありません。これはまだこ

ういう制度があることを市民に周知されてないこと

も大きい要因ですけれども、同時に基準が厳し過ぎ

るんではないかと思うわけであります。実際に法律

がある以上、しかも市がそれに基づいて条例をつくっ

た以上、これだけ不景気で医療費に困っている市民

の皆さんが適用できるように、この基準を緩和する、

見直しをする、そして市民に周知徹底して、対象者

にはそれを利用していただく、生活保護はもらえん、

まだいかないけれども、生活保護よりちょっといい

生活しとるけどもね、そういう人たちが一番困るん

ですよ、生活保護はもらわん、しかし、医療費だけ

はこういう形で、この国の法律の４４条に基づいて

実施をすべきだと思うんですけれども、市長、これ

は市長の裁量の問題と書いていますね、法律の中に。

あくまでも市長の裁量で決められることですから、

市長がこの基準を緩和する、見直しをしていくのか

どうなのか、市民の前に明らかにしていただきたい

と思います。 

 次が住宅リフォーム資金に対する助成制度につい

てであります。 

 不景気が続いておりまして、建築業者や、そこで

働く大工さんや左官さんなど職人さんなども、もう

仕事がない、何とかくれと。市内の建材店について

も、仕事がなくなって、もう売り上げは大事やと、

もう大変な事態になっています。 

 全国的には、いろんな国が予算を組んで景気対策

をやっておりますけれども、私は全国のいまこのリ

フォーム助成の問題なんですけれども、先進地の例

をいろいろ電話で聞いてみました。それぞれのとこ

ろでこの中小建設業者、大工さんや左官さんに仕事

を差し上げましょうと、そして市民もなかなかいま

の不景気で新築が建てられない、あるいは改築がで

きないという方にも助成すれば、ほんなら市がなん
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ぼかでもくれるんなら改築しようかという人が増え

るということで、市内の建築業者に仕事を頼んだ場

合に限って、そのかかった費用の５パーセント、多

いところでは１０パーセントを市が助成するという

制度、これはリフォーム資金助成制度と言うんです

が、実施をされてきています。 

 また同時に、大分県では、佐伯や日田や中津では、

地元の材木を使った場合にはまた補助しますという

制度も実施をして、大きな予算を組んで大きな経済

的効果を上げているわけであります。だから、私は

こういうときですから、昭和の町にはかなり予算を

つぎ込みましたけれども、本当に困っている、ある

いは桂橋や中央公園には５億も６億という予算を組

んでやっていますけれども、それは特定の一部の企

業が一部の大型の土建業者がもうかるだけであって、

本当に小さな業者については仕事が回らないんです

よね。だから、この住宅新築や改築に伴って、市が

いくらかでも助成すれば、波及効果は大きいと思う

んです。よって、先進地などを調査研究してみて、

本市でも何とか実施する方向で検討することができ

ないのか、この検討することができないかというの

が質問の趣旨であります。 

 次は、シカやイノシシの被害対策についてであり

ます。 

 ９月議会でも一定の議論をいたしまして、担当課

がすごく努力をしていることがよくわかりまして、

そのことについては評価をいたします。 

 だから、私は今日聞きたいのは、いままでどうやっ

たかではなくて、それは９月議会でわかりましたの

で、今後どうするかを聞きたいんです。 

 私のところに随分田染や旧真玉、香々地の奥のほ

うの方々からお電話をいただきます。本当に年々シ

カやイノシシが繁殖をして被害が大事なんやと、も

うタケノコは人間が食えんと、イノシシに先にやら

れとると、あるいはシイタケをつくったけれども、

あと原木の芽が出たら、そのシイタケの芽を食われ

てしもうて、次の原木ができないという被害の問題、

あるいは水田でも、県の職員を呼んだら、こんな被

害は初めてだということでびっくりしたという話も

聞きましたほど、各地でイノシシやシカによる被害

が広がっております。 

 私どもも共産党としても、県庁でこの前この問題

で時間をかけて議論をいたしまして、県も大幅に予

算を組むということの回答がありましたけれども、

高田においても、このイノシシやシカを退治をする、

あるいは防護柵など、被害防止対策に思い切って予

算をつけて、やはり農産物や林業を守っていく、そ

ういう事業を思い切ってやってもらいたいと思うん

ですが、市長の見解を求めたいと思います。 

 最後に、国保税の問題についてであります。 

 私ども市内を隈なく歩いておりますけれども、市

民から一番訴えられるのは、国保税が高過ぎる、何

とかならないのかと、もう払いたくても払えないん

だという声であります。確かに去年の３月議会で国

保税条例を改定しました。大幅な値上げ案が強行さ

れまして、去年の８月分から国保税が大幅に上がる

ことになったわけなんですけれども、いまの実態と

いうのは、市民の収入に比べてみて、やはり国保の

負担割合が余りにも大き過ぎます。ありとあらゆる

英知を総結集して、市長の政治力も活かして、昭和

の町に取り組むぐらい市長はこの市民が一番困って

いる国保税の問題で、よし、こういう形で下げよう

やという方策を出してもらいたいと思うんですが、

この国保税に対する市長の見解を求めたいと思いま

す。 

 あわせて、厚生労働省は、派遣切りやリストラを

受けて解雇された労働者の皆さんが、社会保険から

国保に変わってきた。その場合、前の年の所得で課

税されるので、国保税が大変だと、こういう方々に

ついては、それは減免制度を適用しなさいと、税金

を負けてあげなさいという通達を出しまして、豊後

高田でも実施をしてきましたけれども、今のところ

はこの制度が１年切りになっていますが、これも引

き続き実施するように政府に働きかけてもらいたい

し、高田でも平成２１年度実施しておりますけれど

も、その実績あるいはその財源措置について明らか

にしていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私からは、市長の退職手当

についてのご質問にお答えいたします。 

 これにつきましては、本年の第２回、第３回の定

例会の折にご答弁申し上げましたとおりでありまし

て、現在のところ、見直しについては考えておりま

せん。 

 その他の質問につきましては、担当課長に答弁さ

せます。 

○議長（鴛海政幸君）  建設課長野村信隆君。 

○建設課長（野村信隆君）  それでは、同和問題に

ついてお答えいたします。 
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 住宅新築資金等貸付金の滞納者には、臨戸訪問や

文書による返済依頼等により徴収の強化に努めてい

るところでございます。 

 その成果もあり、今年度における長期滞納者から

の返済状況は、１２月１日現在で５名の方から１１

万７，０００円の返済を受けております。 

 ２１年度の償還目標としては定めておりませんが、

今後もより多く引き続き粘り強く徴収に努めてまい

りたいと考えているとこでございます。 

 なお、議員ご質問の個別の長期滞納者の件につき

ましては、個人情報の関係もあり、事実の存否につ

いては答弁を差し控えさせていただきたいと思いま

す。ご理解をお願いいたします。 

 次に、住宅リフォーム資金の助成についてお答え

いたします。 

 住宅リフォーム資金助成事業については、市民生

活の向上や市内事業者の振興等を目的として、宮崎

県西都市や山口県山陽小野田市などで実施されてお

ります。 

 本市においては、福祉事業として在宅高齢者住宅

改造助成事業、在宅重度障がい者住宅改造助成事業

などを実施しておりますが、議員ご質問の趣旨にお

けるリフォーム事業は現在実施しておりません。 

 今後、国の経済対策の動向等も勘案しながら調査

研究してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君）  子どもの

医療費についてお答えします。 

 乳幼児医療費助成制度は、乳幼児の医療費を助成

することにより、その疾病の早期発見と治療を促進

するとともに、乳幼児の保健の向上を図ることを目

的としており、子どもの成長過程においての医療費

助成は、子育てをされている家庭の経済的支援につ

ながるものと考えております。 

 本市におきましても、これまで助成制度の拡充に

向け努力し、本年度４月１日からは就学前までの児

童の無料化拡充を実施したところでございます。こ

の制度は、子育て支援の施策として、本来は国の制

度として行うべきものだと考えており、実施市町村

で取り組む助成内容が異なること自体が問題であり、

全国統一した医療助成制度にすべきと考えておりま

す。 

 今後、県において、入院のみではありますが、助

成対象を中学生まで拡大するよう検討していると聞

いており、それについても今後検討しなければなら

ないと思っております。 

 なお、国への働きかけにつきましては、全国市長

会を通じて、子どもの医療費無料化制度の創設を強

く要望しているところでございます。今後とも引き

続き粘り強く要望してまいりたいと思っております。 

○議長（鴛海政幸君）  保険年金課長南松豊久君。 

○保険年金課長（南松豊久君）  生活困窮者の医療

費についてお答えします。 

 国民健康保険の一部負担金減免制度は、災害、干

ばつ、冷害、事業の休・廃止や失業等により一時的

に生活が困難となった場合において、必要があると

認められるときは、医療機関窓口での自己負担額の

支払いの減免や徴収猶予ができると規定されていま

す。 

 この一部負担金の減免については、国から明確な

基準が示されていないのが実情であります。入院等

により自己負担額が高くなる方については、自己負

担金の支払いを一定の限度額までで済ませることの

できる限度額認定証や高額療養費資金貸付制度を利

用しています。 

 今回、国においては、一部負担金減免制度等の運

用の改善について、４７都道府県から少なくとも１

市町村ずつ選定し、モデル事業を実施することにな

りました。このモデル事業の結果を検証し、平成２

２年度中には全市町村において適切な運用ができる

よう、一定の基準を示すこととされていますので、

それに基づき規定の整備を行い、制度の周知に努め

ていきたいと考えています。 

 次に、国保税の引き下げについてお答えします。 

 国民健康保険事業は、保険税と国庫負担金等の特

定の収入を財源とし、これを保険給付、その他特定

の支出に充てる独立性を有するものであることから、

一般会計と区分し、特別会計を設けることとされて

います。 

 国保特別会計は、平成１７年度の合併以後、毎年

度基金を取り崩して運営してきましたが、平成１９

年度においては、取り崩す基金もなくなり、繰上充

用することとなり、平成２０年度には税率改正をお

願いしたところでございます。 

 また、平成２０年度からは後期高齢者医療制度の

施行により７５歳以上の国保加入者の方が減少した

ことなどにより、被保険者数は少なくなるが、医療

給付費については年々上昇し、国保の財政運営には
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厳しいものがあります。現時点での引き下げについ

ては困難でございます。 

 次に、解雇者に対する保険税の減免について、引

き続き実施するよう国に働きかけることと、今年度

の減免実績と財源措置についてお答えします。 

 景気が下降局面にある中で、雇用情勢が厳しい状

況にあることを踏まえ、非自発的な離職により国民

健康保険の被保険者となられた方については、市税

減免に関する規則の規定により減免を実施してまい

りました。現在までの減免状況ですが、減免対象世

帯数３２世帯、減免額３４６万８，４００円であり

ます。この減免額については、特別調整交付金交付

基準により交付されることとなっています。 

 なお、平成２２年度は非自発的な失業者の保険税

については、前年の給与所得を３割として算定し、

失業後の一定期間中は、在職中の医療保険料水準と

同程度になるよう軽減する方向で検討されているよ

うであります。国民健康保険は、高齢者や低所得者

の割合が高い上、昨今の経済不況に伴う失業者の急

増により、さらに厳しい財政運営を強いられていま

す。 

 このようなことから、医療保険制度については、

国、県を保険者とする国民健康保険制度を早急に検

討するよう、市長会を通じ要望しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  農林振興課長井上晃一君。 

○農林振興課長（井上晃一君）  シカ、イノシシ対

策についてお答えをいたします。 

 本市の鳥獣被害防止対策につきましては、平成２

０年１１月に有害鳥獣による農林水産業等の被害を

防止し、もって農林水産業の発展並びに地域住民の

生活環境の改善を図ることを目的として、有害鳥獣

被害防止対策協議会を設立をし、捕獲、防護等を重

点に被害防止対策に努めているところでございます。 

 まず、本年度の防護対策といたしましては、集落

ぐるみの取り組みとして、田染池部、雲林、草地畑、

東都甲新田、真玉西畑の５地区に金網柵５，５００

メートルを設置をし、その他の小規模な要望に対し

ましても、電気防護柵３０基を設置したところであ

ります。 

 さらに、１１月には、近畿中国四国農業研究セン

ター鳥獣害研究チームの井上チーム長を講師に招き、

上香々地、草地畑、築地の３地区で防護柵の設置及

び管理の方法や地域ぐるみの被害防止対策について

直接現地で研修会を開催したところでございます。

地区の方々から大変勉強になりましたとの声をお聞

きをしておりますので、今後もこのような現地研修

会を開催したいと考えております。 

 次に、捕獲対策としまして、年間を通じて有害鳥

獣の捕獲ができるよう、捕獲班に対し捕獲許可を出

しています。今年度は４月から１２月まで９回の許

可を出しました。また、狩猟免許取得者の増員を図

るために、免許取得講習会受講者に対して、会場ま

での送迎や受講料７，０００円の全額助成を行って

います。今年度は１３名が受験し、全員の方がわな

免許を取得をいたしました。この方々については、

来年度、本市の有害鳥獣駆除班に加入するよう働き

かけをしていきたいと考えています。 

 また、昨年度、箱わなを４０基制作し、わな班員

に貸与したところでありますが、今年度につきまし

ても３０基制作する予定であり、新規免許取得者に

は優先的に貸与したいと考えております。 

 有害鳥獣被害防止につきましては、今後とも各種

補助事業を活用するとともに、地域住民の方々との

連携をとりながらさらに進めていきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  では、再質問をしたいと

思いますけれども、先程の市長の答弁では、市民の

皆さんが全く納得しないと思います。市長が答弁す

べきあとの問題についても、課長にさせたことにつ

いても私は問題だと思います。 

 改めて市長に再質問をしたいと思います。退職金

の問題は、６月や９月の議会の答弁をしたとおりで

ありますということだと思うんです。そのことを一

言で言うならば、制度があるんだからもらって何が

悪いかということなんですよね。制度は変えればい

いことですよ。豊後高田には市長の奥さんにも扶養

手当を出せる制度がありましたけれども、議会で追

及を受けて制度を廃止したではありませんか。それ

と同じですよ。大分県で奥さんが扶養手当を取って

いるのはあなただけだったでしょう。大問題になっ

たら廃止したじゃないですか。制度があれば廃止を

すればいいこと、北九州は廃止をするんですよ、今

度はね。市長の退職金を廃止、私は一度に廃止では

なくて、いままで２，０００万ずつもらってきたん

だから、今度は半分約１，０００万に、半額にした

らどうですかと。市長がやろうと思ったらできるこ
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とじゃないですか。制度は変えればいいことなん、

どこでも制度を変えているわけね。条例改定を議会

に出して、いくら市長がやると言っても、全国を調

べてみましたら、議会で否決されるところも随分あ

ります。いや、そりゃいかんと。市長がやる言うて

も、我々はやらせんという議会もあったようであり

ます。まず、市長自身が腹を決めて議会に提案すべ

きだと思うんですが、市長どうですか。 

 それから、二つ目は、民間企業で働く労働者、３

０年、４０年働いたときの退職金とあなたの４年間

任期いっぱい働いたときの退職金の差が余りにも大

きいという問題、そう思いませんか。民間に比べて

特別職の退職金は多過ぎます。そりゃ教育長もそこ

におりますけん、教育長と市長の退職金の差も余り

にも大き過ぎますわね。そのことをあなたはどう認

識をしているのか、市民の前に明らかにしてくださ

い。 

 もう一つは、市役所の職員も次々定年退職や途中

で退職する方がありますけれども、３０何年間働い

た市役所の職員の退職金とあなたの４年間の退職金

を比べてみて、やっぱりこれは差があり過ぎるなと

いうふうにあなたは思いませんか、私は思いますが。

市民の前にあなたはどう認識されているのか、市民

がそこを一番聞きたいとこでありますので、明らか

にしていただきたいと思います。いいですか、市長、

私は真摯な態度を市民の前に表明することを求めま

したけども、先程の答弁を繰り返したんでは市民は

許しませんよ。 

 次は、同和問題についてであります。 

 いまの答弁で、今年度は５人の方から１１万７，

０００円を徴収することができたと。まだ年度末に

向けて引き続き努力をしようということはわかりま

した。 

 私が聞きたいのは、全部で１８人が長期滞納になっ

ていると思うんですけれども、貸し付けたのは９６

件です。いま滞納になっているのは２８件の新築資

金や改築資金や宅地資金だと思うんですが、それは

間違いないのか。全体的に見たら、１８人というの

は総計何人の中の１８人なのか。もう差し押さえす

るぞと市から詰められて払った方も随分ありまして

ね、あるいはちゃんと約束どおり払った人もありま

すよ。同和事業すべて悪いということを言っている

んじゃないんですよね。借りたお金は払わんで済ま

される問題かという問題なんですよね。 

 それで、その実態を市民の前に、真玉については

４件貸し出ししていますけれども、ちゃんと期日ま

でに４件とも償還できていますね。これは問題ない

ですね。旧豊後高田についてこういう実態なんです。

この一人ひとり、ある議会では、建設課長が１８人、

まだなかったかな、１６人だったかな、当時はね、

１８人だったですね、１８人それぞれの実態をこの

市民の前に明らかにしましたよ。私は名前を聞いて

いるわけじゃないんですよ。この人は臨戸訪問した

ら、こういう状況でこうで７，０００円は入れてく

れる、１万円入れてくれるようになったとか、一人

ひとり全部述べたことがありますよ。 

 だから、私は何の何がしさんが何々町に住んでい

るとこまで聞いているんじゃないんですよね。なら、

今日資料を議員の皆さんに配っていただいておりま

すので、資料で、名前を聞いているわけじゃないで

すよ、資料に基づいて説明してください。 

 一番大きい方では１２番の方ですね。１２番の方

が滞納総額が９５３万７，０００円ありますね。こ

の人が２万円、今年度になって入れたようなんです

けれども、この方が長期にいままで滞納してきたの

はなぜなのか。本来ならば、この方は年間いくら償

還をする、毎年、年１回の償還なんですけれど、何

十万円の、いわゆる何百万円貸して、２５年に分け

て償還するようになっている方のようですけれども、

１回当たりの償還はいくらなんで、実際元金と利息

を足したら総合計いくら償還をすることになってい

るのに、わずかなんぼしかしてないんやと、そのた

めに九百何十万円も滞納になっておるんだというこ

となんでしょう。それをちょっと市民にわかるよう

に説明してください、何でこんなことになっている

のかね。 

 それから、私があと二つの事例を述べましたけれ

ども、個人情報で述べられないということは、どう

いうことなんですか。名前を出したんじゃないんで

すよ、宇佐から住民票だけ高田に移して、宇佐にそ

の資金で家を建てて、こげついていると。これはそ

の当時、貸し出したことそのものが問題じゃないん

ですか、市長、どう思いますかね。市長、当時の貸

し出しの条例を私とって読んでみました。条例の中

にどう書いているか。これ市長が判断するようになっ

ているんですけれども、元利金の償還の見込みが確

実である者と、元利金を確実に償還できる者にしか

貸さないとなっているんですよね。と言いながら、

貸し出して、もう本当何回か払ったら、あとはずっ

と滞納ですよね、１，０００万近く滞納でしょう。
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言うならば、貸し出したことに問題があったんでは

ないかと思うわけであります。しかも、本来なら１

口なのに、年度末の３月に借り、年度始めの４月に

借り、１人２口ずつ借りていると。宅地代も新築代

も借りているということになって、こんな大きい金

額になっているんですけれども、いわゆる貸し出し

たそのものが不当であったと。これはいまの永松市

長の責任ではありませんけどね、そういう問題も浮

かび上がってくるんです。 

 よって、その辺、いまだに長期に払えないという

のは、当時の貸し出し方に問題があったというよう

な認識でよいのかどうなのか、それともあなた方の

努力が足らないということなのか、その辺ちょっと

市民の前に明らかにしてください。 

 それから、宇佐の方について、滞納額がなんぼな

のか、何年間滞納しているのかということが個人情

報で言えないという理由はないでしょう。名前を言

いなさいと言っているんじゃないんですよ。その方

は何年間滞納しちょって、滞納総額はいくらですか

ちゅう、それが言えないんですか。あるいは、元職

員の親名義で借りて、本人が住んじょって、退職金

もろうて、それでもいまこげついているちゅうのは

おかしいんじゃないんですか、それはおかしいか、

おかしくないんですか、そりゃ、市長どう思います

か。みんなお金借りた人たちが無理して払ってきた

のに、ほんの一部の人たちが払わんで帳消しになら

ないでしょう。帳消しになるんやったら、だれでも

借りますよ。これ問題と思いませんか、市長。市長

の見解を求めます。 

 次が、医療費の問題でいま課長から答弁がありま

して、法的解釈はそのとおりなんです。だから、市

長に私は聞いているんですよ。市長の裁量なんです。

国がどういうことを示しているかちゅう、示してな

いんです。市長、保険者が決めることとなっている

んですよ。減免制度、税金の免除する制度も市長の

判断になっているんです。だから、同じようにいま

不景気の中で生活に困っている方々については、医

療費も減免できる、国保税も減免できるという制度

になっているわけですね。国保税のほうについては、

国から通達を出して、こういう方については減免し

なさいよという形で高田も３４６万円の減免をした

わけなんですよね。３４６万円、３２人の方に減免

したんですよ。この方については、当然医療費につ

いても減免できる対象だと思うんですよ。これ税金

の判断も市長が判断したんです。医療費の減免につ

いても市長が判断することになっているんです、法

律を読んでみてくださいよ。国民健康保険法の４４

条を見てごらん、市長。そうなっているでしょう。

だから、その制度を市民が知らないためになかなか

相談に上がらない。上がっても門前払いをしている

わけで、やっぱりここは規則がありますから、規則

を、市の場合、条例、規則があるんですが、規則を

改正をして、相談に来た方々は、どうぞ、そういう

ことがありますので、こういう形で医療費も減免い

たしますということを適用してもらいたいんですが、

市長、生活困窮者の命を守るために、その制度を改

善して、市民に周知して適用するようにしてもらえ

ないでしょうか、市長の見解を求めます。 

 次は、リフォームの問題についてであります。 

 これをなぜ市長は建設課長に答弁させたんですか。

これはやはり中小企業の対策でもあるし、市民の生

活を守る対策ということになると、やっぱり総務課

長か市民課長の担当になると思うんですよ。しかし、

あえて私は市民課長に答弁してくださいとか建設課

長に答弁してくださいということを求めてないんで

す。市長に見解を求めたんですよ。それも今すぐや

れじゃなくて、検討できないかという質問をしたん

ですよね。私なりに随分全国に電話をかけて聞いて

いますよ、時間がないから長くやりませんけどもね。

それも資金はどうしたかと言うたら、いまの国の景

気対策の交付金を使って山口県の山陽小野田市は

やっているでしょう。全国から視察が殺到していま

すよね。だって、５パーセントちゅうたら、５万円

出せば１００万円の事業ができる、１０万円出せば

２００万円の事業ができるでしょう。２０倍の事業

ができるわけですね。そしたら、中小建築業者も大

工さんも左官さんも仕事があるし、資材屋さんにつ

いても建築資材を買ってもらえる。市民についても、

おかげで５パーセント補助金をもらっただけでも仕

事ができるちゅうことで家が改築できるわけですよ。

大変いいことじゃありませんか。 

 それから、材木の問題ではね、これ資料を取りま

したけれども、すごいですよ。日田の場合は予算が

６，０００万円、中津で２，５００万円、佐伯でも

２，０００万円の補助金の予算を組んでおりまして、

新築した場合に１件当たり４５万円、改築の場合で

も５万円から２０万円出しますよと。中津では１平

米当たりなんぼかがありまして、上限７０万円です

ね、７万円から７０万円まで、中津の山国やら耶馬

渓の材木を買って家を建てた場合には補助金を出す
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という制度ができとるんですね。日田では６，００

０万円の補助金を出すと言うんですよ。これだけ出

したらね、どれだけ家が建ちますか。そうすると、

中小の建築業者さんも大工さんでも左官さんでも仕

事が増えていいわけでしょう。実は宇佐の議会を傍

聴しましたけれども、宇佐でも議論になりましてね、

宇佐の市長は、こっちのリフォームのほうはすぐは

やれんけれども、材木のほうはちょっと考えましょ

うというような答弁をしていましたね。宇佐では１

６人の議員が紹介議員になってくれまして、宇佐で

このリフォームの助成事業をやってもらいたいとい

う請願書が出るんですよ。ほぼ最終日に議決をされ

るんではないかと思うんですけどね、そういう運び

になっています。 

 市長、わらをもすがる思いで、仕事がないか、私

なんか随分仕事を頼まれます、改築はないかとね、

３日間でもいいから仕事はないかという人たちばか

りですよ、多いですよ。私も大工をしておりました

からね、よく気持ちはわかりますよ。市長、この制

度を、あなたは先進地を調査して研究する用意があ

るかどうか。宇佐の市長は、６月議会では私が調査

をいたしますと答弁をしていましたね。あなたは調

査して検討する用意がありますか、ありませんか、

市民の前に明らかにしてください。 

 次がイノシシやシカの対策で、いま課長から縷々

説明がありまして、その点、理解できますね。ちょっ

と私、建設的な意見でね、シカやイノシシを捕獲し

た場合の補助制度は、県単事業で実施をされており

まして、シカでもイノシシでも１頭当たり限度額が

６，０００円の事業で半額、県が補助なんですよね。

高田の場合は、従来からずっとやっておりまして、

イノシシについては銃で捕獲した場合は１万円出し

ていましたね。だから、４，０００円上乗せ分は一

般財源になっておるんですよね。だから、それはい

いことなんですよ。大分の場合は３万出しています

からね。猿を殺してもイノシシを殺しても３万出し

ていますからね、いいことなんですが。県に向かっ

て、市長も前部長をされておったんですから、やっ

ぱり実態にあって、シカは６，０００円で３，００

０円でいいでしょう。いまシカは１頭３，０００円

しか出していない。しかし、県の事業は、イノシシ

も一緒なんだけども、市は上乗せ４，０００円して

いるんですよね。だから、イノシシについては、限

度額を、基準額を引き上げると、半分県が出してく

れというふうにすれば市は助かると思うんですが、

市長、どうですか。市長、政治力を働けませんか。 

 それから、今度は罠の３０基増やすことになりま

したけれども、改めて来年度に向けて、私どもも県

で相当詰めましたけれども、そういう捕獲する予算

や、そういう被害対策の網を張ったり、いろいろす

る対策費などを増額してもらいたいと思うんですけ

ど、市長、いまの実態に見て、いくら対策をとって

も増え続けているんですよ。殺しても殺しても増え

ているんですよね、繁殖率が激しいから。だから、

市長、イノシシやシカを退治するために、今年より

も来年のほうはもっと希望者に対してどんどん助成

できるように助成枠を拡大すると、助成金の予算そ

のものを増やすというようにしてもらいたいと思う

んですが、市長の見解を求めます。 

 次は、国保税の問題で、これも課長から答弁があっ

たんですけれども、もう長々私は答弁は要らないん

ですよ。私、市長、認識を聞きたい、今度は。最初

に指摘したように、昨年国保税を値上げしたために、

市民の収入、いまの生活実態に比べてみて、国保税

の負担割合が重たいんですよね、そうでしょう。所

得の１割以上が国保税へ取られているんですよ。こ

のことについて、あなたはどう思うのか、高くて申

し訳ないという気があるのかどうか。申し訳ないと

いう気があるんならば、市長が政治生命かけて、こ

んだけ市民が困っている問題ですから、一般財源か

らの繰り入れという方法も最終的にはありますが、

私はかねてから言っているのは、国から地方に出し

ているこの国保の負担金の割合を増やしてもらって、

国から予算を取って国保税を下げるというために、

やっぱり一肌も二肌も脱いで努力をしてもらいたい

と思うんですが、市長、高いという認識に立てば下

げざるを得ないでしょう。そういう市民が困ってい

る国保税を値下げするために、あなたは政治生命を

かけて頑張る気があるのかどうか、明らかにしてい

ただきたいと思います。 

 最後に、リストラを受けた、派遣切りをやられた

方々には、厚生省から指導があって、いま税金の減

免制度は実施することになったんです。同じように、

市民の中でも、去年は収入があったけど、今年はも

う仕事がないで国保税を払えないちゅう人も随分あ

るんですよね。この方についても、やっぱり減免制

度の枠を広げてもらう。大分県では、大分市、別府

市、宇佐市が広げましたけど、高田でも枠を広げて

もらって。でないと、去年の所得に係るんですよ、

国保税ちゅうのはね。去年所得があったけん、今年
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はもう商売行かれんと、収入が少ないんじゃという

人については、特別税金を負けるというのは、厚生

省の指導ではやったんですが、３２人が実施されて

いるんですよね。厚生省の指導の分というのは限ら

れているんです。それは首切られた人たちに限って

いるんですよね。首切られた人だけじゃなくて、去

年収入あったが、今年は収入が激減した人について

も国保税の減免制度を拡充をしてもらいたいと思い

ますが、市長の見解を求めます。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  議員の申し合わせ時間があ

るわけなんで、答弁を含めてあと約なんぼかい。 

 （「６分半」と呼ぶ者あり） 

見てのとおりです。 

 （笑声） 

答弁時間を考慮しながら、ひとつ簡潔に願いたい。

それとまた、答弁者、市長以下管理職については、

簡潔にひとつ答弁をしていただきたいと思います。  

 市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、私から退職金問

題についてお答えいたします。 

 私は市長の退職金というものは、私的なものであ

ると同時に、公的なものだと私は考えています。 

 そういう面でいま大分県下で１８市町村長おりま

す。その中で退職金の減額をしたのが日田と宇佐で

あります。これは２人とも選挙でやりました。これ

については、日田においては現職に対して候補者３

人が確か立ったと思います。１人が全額廃止、そし

て現在市長になっている方が半額ということです。

今回、宇佐市がやはり現職ではなかったですけど、

現副市長に対して現在の市長が戦ったときに、そう

いうふうでやっております。 

 そういうふうに北九州の市長さんが来年選挙に立

てばいいけれども、立たなければ、選挙をしなけれ

ば、少し無責任になるんではないか。ということは、

そういうことによって次の人を縛ることになると、

そう思います。多分北九州市長さんは来年立つんで

はないかと、そう思っています。そういう面の中で、

私はこれにつきましては、私個人だけのものではな

いと解釈をいたしております。 

 それから、国保税についてであります。私は、国

保税はおっしゃるとおりで、私ども小さな、そして

田舎の市町村は、もう現在もてなくなっています。

毎日新聞が去年特集を出しました。もう各市町村と

もパンク状態であります。そういうことの中で私も

県における市長会においても主張しましたし、それ

を受けて全国市長会も要望しております。 

 そういうことの中でこれは同じことが、質問にあ

りませんでしたけども、乳幼児の医療も同じことで

あります。いまできていないところもありますけど

も、やはり同じような状況でやっていくのが当たり

前で、あの市がよくて、この市が悪いということは、

これはおかしい。そういう面では少子・高齢化対策

というものは国がすべきものだと私も思っていると

ころでございます。 

 それから、木材価格について、そういうことにつ

きましては、これはお互いのどこに力点を置くか、

日田が置くのは当たり前で、日田、それから佐伯と

いうものは木材に非常に力を入れておりますし、私

が入れてないということではありませんけれども、

そこ辺のものの中で何を入れるかという、私どもは

そのかわりに竹林に入れているとか、そういう場所

場所によって決まるわけですから、そういうことで、

リフォームについては、課長からも研究するという

ことを答えておりますんで、私からあれはしません。 

 それから、イノシシ、シカ対策でございますけど、

これは新聞を見たらご存じのように、市町村長と知

事を囲む会の時は、大抵これが出ます。知事も何と

かしようということで、我々もそうしていますし、

そういう面では県も市も一生懸命になってそれをや

ろうとしております。そういう面では私は重点とし

てやっていますから、今年の予算よりうんと出せと

か、そういうものは私わかりませんけれども、私は

そのものとしてはきちっとしてイノシシ対策を。だ

から、去年、一昨年ですか、それから皆さんと一緒

になって、県知事にも随分言いましたし、そういう

ことでこれは重点であるということは申し添えてお

きます。 

 あとは各課長に答えさせます。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  執行部のほうは答弁ありま

すか。 

 建設課長野村信隆君。 

○建設課長（野村信隆君）  それでは、大石議員の

再質問にお答えします。 

 全部の答弁になるか、ちょっとわかりませんけど、

貸付件数全体で９６件で、滞納件数２５件で１８名

ということであります。 

 それから、あとナンバー１２番の年返済額は５３

万２，６９２円であります。あと個別のケースであ
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りますので、個人が推測されることがありますので、

詳細については差し控えさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（鴛海政幸君）  申し合わせ時間を超えまし

たので、次に移ります。 

 これにて一般質問を終結いたします。 

○議長（鴛海政幸君）  以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 明日から１２月１５日まで休会し、各委員会にお

いて付託案件の審査をお願いいたします。 

 次の本会議は１２月１６日午前１０時に再開し、

各委員長の報告を求め、質疑、討論、採決を行いま

す。 

 なお、討論の通告は１２月１４日午後５時までに

提出願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

     午後 ２時２０分 散会 
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